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一　

は
じ
め
に

　

高
齢
化
問
題
は
、
従
来
先
進
国
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
に
お
い
て
は
途
上
国
で
も
高
齢
化
が
急
速
に
進

ん
で
お
り
、
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
中
国
で
も
高
齢
化
が
急
速
に
進
行
し
て
い
る
。
二
〇
二
〇
年
の
「
人
口
普
査
」
の
デ
ー

タ（
1
）に
よ
れ
ば
、
中
国
に
お
い
て
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は
一
・
九
億
人
を
超
え
、
総
人
口
の
一
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
六
〇
歳

以
上
の
人
は
二
・
六
四
億
人
で
あ
り
、
総
人
口
の
一
八
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
（
国
務
院
第
七
次
全
国
人
口
普
査
領
導
辦
公
室
、
二

〇
二
一
）。
二
〇
一
〇
年
と
比
べ
て
、
中
国
に
お
け
る
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
総
人
口
に
占
め
る
割
合
は
、
四
・
六
三
パ
ー
セ
ン
ト
ほ

ど
増
加
し
た
。
ま
た
、
中
国
の
高
齢
化
率
は
二
〇
一
九
年
か
ら
二
〇
四
四
年
に
か
け
て
一
三
・
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
増
加
す
る
と
予
想

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
ス
ピ
ー
ド
は
日
本
よ
り
も
速
い
（Chen et al., 2019

）。

　

家
族
に
よ
る
介
護
は
中
国
の
伝
統
的
な
養
老
形
式
で
あ
り
、
現
代
社
会
に
お
い
て
も
重
要
な
養
老
形
式
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
呉
（
二
〇
一
四
：
二
五
四
）
は
中
国
に
お
け
る
家
族
法
と
社
会
保
障
法
と
の
関
連
を
論
じ
る
時
に
、「『
憲
法
』
や
『
高
齢
者
権
益

保
障
法
』
で
は
、
国
家
及
び
社
会
・
地
域
の
高
齢
者
に
対
す
る
責
任
と
義
務
を
確
認
し
な
が
ら
も
、
現
段
階
に
お
い
て
高
齢
者
の
介
護
な

ど
は
家
庭
が
そ
の
中
心
に
な
っ
て
担
う
べ
き
と
し
、
家
族
と
子
女
の
高
齢
者
へ
の
介
護
義
務
を
強
調
し
て
い
る
。
国
家
と
社
会
の
役
割
は
、

高
齢
者
の
生
活
、
健
康
及
び
社
会
参
加
の
条
件
を
改
善
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
。

　

家
族
に
よ
る
介
護
は
確
か
に
中
国
の
伝
統
的
か
つ
重
要
な
養
老
形
式
で
あ
る
。
た
だ
し
、
都
市
化
に
よ
る
流
動
人
口
の
増
加
、
価
値
観

の
変
動
、
少
子
化
・
核
家
族
化
な
ど
の
要
因
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
親
は
子
供
か
ら
の
介
護
を
変
わ
ら
ず
求
め
ら
れ
る
か
、
ま
た
、
社
会

保
障
制
度
の
完
備
が
中
国
の
伝
統
的
な
養
老
形
式
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
と
い
っ
た
問
題
を
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
高

齢
化
に
直
面
し
た
今
日
の
中
国
に
お
い
て
、
親
子
関
係
に
示
さ
れ
る
世
代
間
関
係
の
変
化
と
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
都
市
化
・
社
会
保
障
制
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度
と
関
連
付
け
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
急
速
に
進
む
高
齢
化
問
題
だ
け
で
な
く
、
中
国
の
社
会
福
祉
全
般
の
問
題
を
考
え
る
際
に
も
重
要

と
な
る
。

　

都
市
化
や
社
会
保
障
制
度
と
世
代
間
関
係
と
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
は
、
少
子
高
齢
化
時
代
に
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
と

い
う
政
策
課
題
の
検
討
に
貢
献
で
き
る
。
ま
た
、
中
国
の
事
例
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
族
主
義
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
社
会
の

福
祉
モ
デ
ル
に
関
す
る
議
論
に
、
新
た
な
視
点
と
知
見
を
も
た
ら
す
こ
と
も
期
待
で
き
る
。

　

親
子
関
係
に
関
す
る
研
究
に
は
、
親
子
関
係
の
規
定
要
因
に
関
す
る
研
究
と
親
子
関
係
に
関
す
る
研
究
が
あ
る
。
前
者
は
特
に
特
定
の

援
助
行
動
の
発
生
率
に
つ
い
て
、
親
か
ら
の
援
助
行
動
と
子
か
ら
の
援
助
行
動
の
規
定
要
因
を
研
究
す
る
も
の
で
あ
り
、
研
究
に
基
づ
き

多
く
の
知
見
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
（
白
波
瀬
、
二
〇
〇
〇；

田
渕
・
中
里
、
二
〇
〇
四；

岩
井
・
保
田
、
二
〇
〇
八；

施
、
二
〇
〇
六
） 

。
一
方
、

親
子
関
係
の
類
型
に
関
す
る
研
究
は
、
親
か
ら
の
複
数
の
援
助
行
動
と
子
か
ら
の
複
数
の
援
助
行
動
の
組
み
合
わ
せ
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い

て
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
証
研
究
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
も
の
の
（
保
田
、
二
〇
〇
三；

G
uo et al., 2012

；
H
ogan et al., 1993

）、

研
究
の
蓄
積
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
特
に
、
全
国
規
模
の
デ
ー
タ
に
基
づ
く
実
証
研
究
は
少
な
い
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
中
国
に
お
け
る
後
期
親
子
関
係
を
取
り
上
げ
、
①
後
期
親
子
関
係
を
親
子
双
方
か
ら
の
複
数
の
援
助
発
生
に
よ
り

パ
タ
ー
ン
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
②
都
市
化
が
中
国
に
お
け
る
後
期
親
子
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
、
③
社
会
保

障
制
度
へ
の
加
入
が
後
期
親
子
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
の
三
点
を
検
証
す
る
。
中
国
全
体
を
分
析
対
象
と
す
る
た
め
に
、

中
国
の
全
国
調
査
「
中
国
家
庭
追
跡
調
査
（China Fam

ily Panel Studies

、
略
称
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｓ
）」
の
二
〇
一
〇
年
デ
ー
タ
を
分
析
デ
ー
タ
と

し
て
使
用
す
る
。
ま
た
、
分
析
手
順
と
し
て
、
ま
ず
、
世
代
間
関
係
の
類
型
と
中
国
に
お
け
る
世
代
間
関
係
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理

し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
上
で
、
仮
説
を
提
示
す
る
。
次
に
、「
中
国
家
庭
追
跡
調
査
」
の
二
〇
一
〇

年
の
個
票
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
親
子
両
方
の
援
助
行
動
を
顕
在
変
数
と
し
て
、
中
国
に
お
け
る
世
代
間
関
係
の
類
型
を
潜
在
ク
ラ
ス
分
析

に
よ
り
類
型
化
す
る
。
最
後
に
、
世
代
間
関
係
を
類
型
化
し
た
上
で
、
都
市
化
と
世
代
間
関
係
、
社
会
保
障
制
度
へ
の
加
入
状
況
と
世
代
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間
関
係
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ク
ロ
ス
集
計
表
を
作
成
し
、
分
析
を
行
う
。

二　

先
行
研
究
と
研
究
課
題

　

本
章
で
は
、
世
代
間
関
係
の
類
型
化
及
び
中
国
の
世
代
間
関
係
に
関
す
る
先
行
研
究
を
紹
介
し
た
上
で
、
本
稿
の
仮
説
に
つ
い
て
述
べ
る
。

㈠　

世
代
間
関
係
の
方
向
性

　

親
子
関
係
に
代
表
さ
れ
る
世
代
間
関
係
は
、
主
に
援
助
の
方
向
性
と
援
助
の
種
類
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

世
代
間
関
係
に
お
け
る
援
助
の
方
向
性
に
関
す
る
理
論
に
つ
い
て
は
、
自
律
型
モ
デ
ル
と
互
酬
型
モ
デ
ル
が
対
比
的
に
論
じ
ら
れ
て
き

た
（
小
池
、
二
〇
二
一
）。
祖
父
母
世
代
・
親
世
代
・
子
世
代
か
ら
な
る
三
世
代
の
家
族
を
モ
デ
ル
と
し
て
想
定
す
る
と
、
自
律
型
モ
デ
ル

で
は
、
介（
2
）護の

方
向
性
は
常
に
上
位
世
代
か
ら
下
位
世
代
に
向
か
っ
て
行
わ
れ
る
。
祖
父
母
世
代
の
介
護
を
受
け
て
成
人
し
た
親
世
代
は
、

祖
父
母
世
代
を
介
護
す
る
義
務
が
求
め
ら
れ
る
代
わ
り
に
、
子
世
代
の
介
護
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
互
酬
型
モ
デ
ル
で
は
、

祖
父
母
世
代
の
介
護
に
対
し
、
親
世
代
が
介
護
で
報
い
る
と
い
う
典
型
的
な
「
親
孝
行
」
の
互
酬
的
な
関
係
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
親
子
関
係
は
長
期
的
に
継
続
し
て
い
る
関
係
で
あ
り
、
期
間
区
分
の
側
面
か
ら
い
え
ば
、
援
助
の
方
向
性
は
人
生
段
階
と
研

究
対
象
に
よ
っ
て
異
な
る
。
親
子
関
係
を
大
き
く
区
別
す
る
と
、
前
期
・
中
期
・
後
期
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
（
保
田
、
二
〇
〇
三；

春
日

井
、
二
〇
〇
九
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
親
子
関
係
に
は
、
親
子
勢
力
の
バ
ラ
ン
ス
の
違
い
に
起
因
す
る
援
助
方
向
の
差
異
が
想
定

さ
れ
る
。
親
が
子
を
ケ
ア
す
る
前
期
親
子
関
係
の
特
徴
と
し
て
、
親
が
子
よ
り
強
い
資
源
と
勢
力
を
持
つ
た
め
に
、
親
子
間
の
援
助
は
親

か
ら
子
へ
の
援
助
に
一
方
的
に
偏
っ
て
い
る
。
逆
に
、
成
人
し
た
子
が
親
を
介
護
す
る
後
期
親
子
関
係
に
お
い
て
は
、
年
老
い
た
親
が
身
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体
的
に
も
経
済
的
に
も
弱
っ
て
い
る
た
め
、
親
子
間
の
援
助
は
子
か
ら
親
へ
の
援
助
に
偏
り
や
す
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
子
が
成
人
し
た

が
、
親
も
元
気
で
要
介
護
状
態
で
な
い
時
期
の
中
期
親
子
関
係
に
お
い
て
は
、
親
子
の
勢
力
バ
ラ
ン
ス
が
相
対
的
に
均
衡
し
て
お
り
、
親

子
相
互
の
援
助
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
上
述
し
た
親
子
関
係
の
区
分
は
、
対
象
社
会
の
長
寿
化
と
健
康
構
造
の
転
換
と
い
っ

た
影
響
を
考
慮
す
る
と
、
年
齢
層
を
基
準
と
し
て
区
分
し
に
く
い
一
面
も
あ
る
。

　

ま
た
、
親
子
の
勢
力
バ
ラ
ン
ス
が
相
対
的
に
均
衡
す
る
時
期
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
援
助
関
係
の
方
向
性
は
必
ず
し
も
一
つ
の
パ
タ
ー
ン

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
保
田
（
二
〇
〇
三
）
は
親
子
双
方
か
ら
行
う
経
済

的
・
実
践
的
・
情
緒
的
な
援
助
に
よ
り
、
中
期
親
子
関
係
の
類
型
の
把
握
を
試
み
、
中
期
親
子
関
係
の
類
型
に
関
す
る
仮
説
と
し
て
、

「
偏
向
援
助
仮
説
」
と
「
互
酬
的
交
換
仮
説
」
を
提
示
し
た
。「
偏
向
援
助
仮
説
」
で
は
、
中
期
親
子
の
援
助
関
係
は
親
か
ら
の
一
方
的
な

援
助
に
偏
っ
て
お
り
、
親
か
ら
の
援
助
の
発
生
率
の
方
が
子
か
ら
の
援
助
の
発
生
率
よ
り
全
体
的
に
高
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

「
互
酬
的
交
換
仮
説
」
は
、
親
子
双
方
か
ら
の
援
助
に
お
け
る
互
酬
的
な
交
換
の
側
面
が
支
配
的
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
仮
説

は
、
さ
ら
に
互
酬
的
な
交
換
を
「
多
様
で
あ
り
、
組
み
合
わ
せ
の
全
く
異
な
る
相
互
援
助
」
と
定
義
す
る
「
多
形
的
互
酬
性
仮
説
」
と
そ

れ
を
「
単
純
な
互
酬
的
交
換
関
係
」
と
し
て
捉
え
る
「
単
型
的
互
酬
性
仮
説
」
に
区
分
し
て
い
る
（
保
田
、
二
〇
〇
三
）。

㈡　

世
代
間
関
係
の
類
型
化

　

世
代
間
関
係
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、Bengston
ら
が
提
唱
す
る
「
世
代
間
連
帯
（intergenerational solidarity

）」
モ
デ
ル
が

挙
げ
ら
れ
る
（Bengston and Robert, 1991

）。Bengston

ら
に
よ
る
と
、
世
代
間
連
帯
は
六
つ
の
要
素

―
「
結
合
的
な
連
帯

（associational solidarity

）」、「
愛
情
的
な
連
帯
（affectual solidarity

）」、「
意
識
的
な
連
帯
（consensual solidarity

）」、「
機
能
的
な
連
帯

（functional solidarity

）」、「
規
範
的
な
連
帯
（norm

ative solidarity

）」
と
「
構
造
的
な
連
帯
（structural solidarity

）」
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

そ
の
う
ち
、
前
の
三
つ

―
「
結
合
（
連
絡
の
頻
度
）」、「
意
識
（
価
値
・
態
度
・
信
仰
な
ど
に
対
す
る
合
致
度
）」、「
愛
情
（
親
密
度
や
互
恵
の
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合
意
）」
は
社
会
心
理
学
的
な
軸
に
よ
り
抽
出
さ
れ
た
要
素
で
あ
り
、
後
の
三
つ

―
「
機
能
（
実
際
的
な
援
助
行
動
）」、「
規
範
（
家
族
規

範
へ
の
忠
実
）」、「
構
造
（
居
住
距
離
・
家
族
人
口
構
成
・
家
族
健
康
状
態
な
ど
の
実
状
況
）」
は
社
会
学
と
の
関
連
が
強
い
。
ま
た
、
世
代
間
連

帯
に
関
す
る
計
量
的
な
実
証
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
結
果
、Bengston

モ
デ
ル
は
実
質
上
構
造
行
動
的
（structural-behavioral

）
次

元
と
認
知
情
緒
的
（cognitive-affective

）
次
元
と
い
う
二
つ
の
次
元
に
分
け
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
吉
原
、
二
〇
一
八
）。
言
い

換
え
れ
ば
、Bengston

モ
デ
ル
が
提
唱
し
た
世
代
間
連
帯
の
六
つ
の
要
素
は
理
論
的
に
重
要
で
あ
る
も
の
の
、
実
証
に
お
い
て
は
、
構

造
行
動
的
な
要
素
と
認
知
情
緒
的
な
要
素
と
い
う
、
相
互
に
独
立
し
た
二
つ
の
軸
に
収
束
さ
せ
、
分
析
す
る
傾
向
に
あ
る
。

　

世
代
間
関
係
の
類
型
化
に
関
す
る
そ
の
他
の
実
証
研
究
を
見
る
と
、
複
数
の
要
素
を
選
択
し
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
で
世
代
間
関
係
を

捉
え
る
研
究
（G

uo et al., 2012; Silverstein et al., 1997; H
ogan et al., 1993

）
や
、
一
つ
の
要
素
に
注
目
し
、
そ
の
内
容
を
さ
ら
に
分
解

し
て
世
代
間
関
係
の
様
態
を
探
る
研
究
（
保
田
、
二
〇
〇
三；

Chan, 2008

）
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
世
代
間
関
係
の

方
向
性
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
パ
タ
ー
ン
の
世
代
間
関
係
が
析
出
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
分
布
は
国
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ

（H
ogan et al., 1993

）
と
イ
ギ
リ
ス
（Chan, 2008
）
で
は
、
す
べ
て
の
面
で
親
子
双
方
か
ら
援
助
が
ほ
と
ん
ど
発
生
し
な
い
パ
タ
ー
ン
が

圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
日
本
に
つ
い
て
は
比
較
的
に
均
衡
の
取
れ
た
多
様
な
援
助
パ
タ
ー
ン
が
析
出
さ
れ
た
（
保
田
、
二
〇

〇
三
）。

　

世
代
間
関
係
の
類
型
の
分
布
の
違
い
は
、
複
数
の
観
点
か
ら
解
釈
で
き
る
。
ま
ず
、
文
化
的
な
側
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
自
立
を
重
視
す

る
ア
メ
リ
カ
社
会
の
世
代
間
関
係
は
「
自
律
型
モ
デ
ル
」
で
説
明
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
儒
教
文
化
圏
の
東
ア
ジ
ア
社
会
で
は
、
古

く
よ
り
多
く
の
人
々
の
間
に
「
親
孝
行
」
な
い
し
「
孝
」
の
規
範
が
浸
透
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
世
代
間
関
係
の
主
流
が
「
互
酬
型
モ

デ
ル
」
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
差
異
は
世
代
間
関
係
を
パ
タ
ー
ン
化
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
連
帯
の
要

素
の
種
類
と
分
析
対
象
の
選
択
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
。
観
測
で
き
る
世
代
間
援
助
は
家
族
構
造
や
各
世
代
の
保
有
し
て
い
る
資
源
な
ど
の

要
因
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
る
た
め
、
単
に
観
測
さ
れ
た
世
代
間
援
助
に
よ
っ
て
の
み
世
代
間
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
潜
在
的
な
援
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助
の
可
能
性
を
看
過
し
、
世
代
間
関
係
を
過
少
評
価
す
る
危
険
が
あ
る
（H

ogan et al., 1993; Silverstein et al., 1997

）。
例
え
ば
、Chan 

（2008

）
の
研
究
対
象
は
別
居
し
て
い
る
親
子
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
居
住
距
離
に
よ
る
援
助
の
発
生
率
の
違
い
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
保
田
（
二
〇
〇
三
）
は
中
期
親
子
関
係
に
注
目
し
、
研
究
対
象
を
五
三
歳
か
ら
六
二
歳
に
限
定
し
た
た
め
、
そ
の
分
析

結
果
を
中
・
後
期
親
子
関
係
を
も
含
む
他
国
の
ケ
ー
ス
分
析
の
結
果
と
比
較
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
以
上
か
ら
、
二
つ
の
軸
の
援
助
行
動

を
顕
在
変
数
と
し
て
使
い
つ
つ
、
分
析
対
象
を
同
別
居
に
分
け
た
中
後
期
親
子
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
が
求
め
ら
れ
る
。

㈢　

中
国
に
お
け
る
世
代
間
関
係

1
　
都
市
・
農
村
二
元
構
造
に
基
づ
い
た
世
代
間
関
係

　

次
に
、
中
国
社
会
に
お
け
る
世
代
間
関
係
を
考
え
て
い
こ
う
。
古
典
的
な
研
究
に
よ
れ
ば
、
中
国
に
お
け
る
世
代
間
関
係
は
都
市
・
農

村
二
元
構（
3
）造に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
農
村
部
で
は
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
型
」、
都
市
部
で
は
「
リ
レ
ー
型
」
と
な
っ
て
い
る
（
費
、

一
九
八
五；

施
、
二
〇
一
八
）。

　

中
国
に
お
け
る
世
代
間
関
係
に
つ
い
て
は
、
費
孝
通
（
一
九
八
五
）
の
理
論
と
彼
が
一
九
八
二
年
に
江
蘇
省
呉
江
県
開
弦
弓
村
で
行
っ

た
調
査
が
代
表
的
で
あ
る
。
費
に
よ
る
と
、
中
国
の
親
子
関
係
が
西
洋
の
そ
れ
の
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
子
供
の
父
母
に
対
す
る
介
護
の
違

い
に
あ
る
。
具
体
的
に
、
甲
乙
丙
と
い
う
三
つ
の
世
代
が
あ
っ
た
場
合
、
西
洋
に
お
け
る
世
代
間
関
係
は
甲
代
が
乙
代
を
介
護
し
、
乙
代

は
丙
代
を
介
護
す
る
と
い
う
「
リ
レ
ー
型
」
で
あ
る
。
一
方
、
中
国
に
お
け
る
世
代
間
関
係
は
甲
代
が
乙
代
を
介
護
し
、
乙
代
が
甲
代
を

介
護
し
、
乙
代
は
丙
代
を
介
護
し
、
丙
代
は
ま
た
乙
代
を
介
護
す
る
と
い
う
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
型
」
と
な
っ
て
い
る
（
費
、
一
九
八

五
）。
こ
の
二
つ
の
モ
デ
ル
を
さ
ら
に
幼
・
壮
・
老
と
い
っ
た
人
生
の
時
期
区
分
と
合
わ
せ
て
図
で
表
す
と
、
図
1
の
よ
う
に
な
る
。

　

費
が
中
国
と
西
洋
と
の
比
較
に
基
づ
い
て
立
て
た
世
代
間
関
係
の
方
向
性
に
関
す
る
仮
説
は
、
実
際
に
第
一
節
で
述
べ
た
「
自
律
型
モ

デ
ル
」
と
「
互
酬
型
モ
デ
ル
」
に
対
応
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
費
の
理
論
に
は
、
独
自
の
観
点
も
認
め
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
（
費
、
一
九
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八
五
）。
そ
れ
は
、
彼
が
こ
の
二
つ
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
授
受
の
関
係
が
均
衡
し
て
い
る
と

指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
リ
レ
ー
型
で
は
、
乙
代
は
甲
代
か
ら
受
け
丙
代
に
授
け
る
の
で
あ

り
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
型
で
は
、
乙
代
は
甲
代
か
ら
受
け
、
そ
し
て
自
ら
甲
代
に
授
け
る
。
授
受
の
対

象
世
代
は
異
な
る
が
、
授
受
の
内
容
は
均
衡
し
て
い
る
。
授
受
の
関
係
が
均
衡
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

様
式
の
異
な
る
モ
デ
ル
で
あ
っ
て
も
と
も
に
持
続
性
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
。

　

費
の
理
論
に
基
づ
い
て
、
施
利
平
は
中
国
に
お
け
る
世
代
間
関
係
に
関
し
て
、
都
市
・
農
村
二
元
構

造
と
い
う
社
会
背
景
下
で
の
産
物
で
あ
る
と
述
べ
た
。
具
体
的
に
は
、
一
九
五
八
年
に
公
布
さ
れ
た

「
戸
口
登
記
条
例
」
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
た
都
市
部
に
お
い
て
は
、
公
的
な
年
金
制
度
や
医
療
保
険
制

度
な
ど
の
社
会
保
障
制
度
が
相
対
的
に
充
実
し
て
お
り
（
柯
、
二
〇
一
四
）、
高
齢
者
が
子
供
に
頼
る
必

要
性
は
経
済
的
に
も
身
体
的
に
も
低
い
（
施
、
二
〇
一
八
）。
そ
の
結
果
、
農
村
で
形
成
さ
れ
る

「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
型
」
の
世
代
間
関
係
と
比
較
し
て
、
都
市
部
は
む
し
ろ
欧
米
の
よ
う
な
「
リ
レ
ー

型
」
の
世
代
間
関
係
が
特
徴
的
と
な
る
（
施
、
二
〇
一
八
）。
中
国
に
お
け
る
世
代
間
関
係
が
戸
籍
制
度

に
基
づ
い
た
都
市
・
農
村
二
元
構
造
に
よ
り
分
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う
論
点
は
多
く
の
研
究
者
に
支
持

さ
れ
て
い
る
（
施
、
二
〇
一
三
）。
た
だ
し
、
そ
の
分
断
が
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
下
で
形
成
さ
れ

て
き
た
も
の
か
、
ま
た
、
都
市
・
農
村
二
元
構
造
に
基
づ
く
中
国
の
世
代
間
関
係
が
今
後
ど
の
よ
う
に

発
展
し
て
い
く
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
一
致
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ

い
て
、
次
項
で
は
費
孝
通
が
一
九
八
二
年
に
江
蘇
省
呉
江
県
開
弦
弓
村
で
行
っ
た
調
査
を
例
と
し
て
、

農
村
に
お
け
る
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
型
」
の
世
代
間
関
係
の
内
容
を
確
認
し
た
い
。

幼 壮

甲

老 幼 壮

乙
リレー型

老 幼 壮

丙

老 幼 壮 老 幼 壮 老 幼 壮 老

甲 乙
フィードバック型

丙

図１　「リレー型」と「フィードバック型」の親子関係の図式化

　　注：図１は、筆者が費（1985）の理論的な記述を参照し作成したものである。
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2
　「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
型
」
の
四
つ
の
原
動
力

　

費
が
一
九
八
二
年
に
江
蘇
省
呉
江
県
開
弦
弓
村
で
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
農
村
の
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
型
」
の
世
代
間
関
係

に
お
い
て
、
子
供
の
父
母
に
対
す
る
介
護
を
持
続
さ
せ
る
原
動
力
と
し
て
は
、
①
文
化
的
な
「
親
孝
行
」
の
規
範
、
②
家
父
長
制
に
よ
る

継
承
・
相
続
権
に
基
づ
く
利
益
交
換
、
③
宗
族
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
監
督
効
果
、
④
公
的
な
社
会
保
障
制
度
の
不
完
備
と
い
う
四
つ

の
要
因
が
挙
げ
ら
れ
る
（
費
、
一
九
八
五
）。

　

ま
ず
、
文
化
規
範
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
子
供
特
に
息
子
の
父
母
に
対
す
る
介
護
の
義
務
を
強
調
す
る
儒
教
の
影
響
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
「
親
孝
行
」
の
規
範
と
理
念
は
、
父
母
が
生
き
て
い
る
時
だ
け
で
は
な
く
、
死
後
の
時
期
で
も
祖
先
祭
祀
の
儀
式
に
よ
り
強
化
さ
れ

る
（
小
池
、
二
〇
二
一
）。

　

ま
た
、
経
済
的
な
側
面
で
は
、
子
供
の
父
母
に
対
す
る
介
護
は
結
婚
時
に
父
母
か
ら
受
け
る
資
金
提
供
及
び
財
産
（
特
に
土
地
と
家

屋
）
継
承
権
の
承
認
と
直
接
的
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
利
益
交
換
は
特
に
土
地
私
有
制
が
未
だ
廃
止
さ
れ
ず
、
生
産
単
位
が
家

に
留
ま
っ
て
い
た
時
期
の
農
村
に
お
い
て
盛
ん
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
利
益
交
換
は
、
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
住
む
宗

族
・
親
戚
に
よ
っ
て
監
督
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
費
は
下
記
の
場
面
を
詳
し
く
記
し
た
。

　

息
子
の
扶
養
の
義
務
、
ど
ち
ら
の
息
子
が
父
親
を
養
い
、
母
親
は
誰
が
養
う
の
か
を
定
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
話
し
合
い
が
ま
と
ま

る
と
、
字
の
書
け
る
者
に
頼
ん
で
文
書
に
し
て
も
ら
い
、
父
方
の
お
ば
と
母
方
の
お
じ
の
双
方
の
親
戚
も
文
書
に
花
押
し
、
立
証
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
将
来
紛
糾
が
生
じ
た
場
合
は
彼
ら
に
登
場
し
て
も
ら
い
、
断
を
下
し
て
も
ら
う
の
で
あ
る
。
花
押
が
終
わ
る
と
宴

会
が
催
さ
れ
た
（
費
、
一
九
八
五
：
三
一
七
―
三
一
八
）。

　

最
後
に
、
社
会
保
障
制
度
の
不
完
備
も
、
子
供
の
父
母
に
対
す
る
介
護
の
代
替
案
を
制
限
し
、
子
供
に
よ
る
父
母
の
介
護
を
促
す
。
こ

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
エ
ス
ピ
ン
＝
ア
ン
デ
ル
セ
ン
（
二
〇
〇
一
）
が
福
祉
国
家
を
分
類
す
る
際
に
「
福
祉
は
、
国
家
・
政
府
、

市
場
と
家
族
と
い
う
三
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
の
相
互
作
用
の
下
で
成
り
立
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
的
な
社
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会
保
障
制
度
が
い
ま
だ
完
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
市
場
も
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
当
時
の
中
国
農
村
に
お
い
て
は
、
父
母
の
介

護
は
家
族
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

3
　「
現
代（
4
）化」
に
よ
る
世
代
間
関
係
の
変
動

　

以
上
に
論
じ
た
よ
う
に
、
都
市
・
農
村
二
元
構
造
に
基
づ
く
中
国
の
世
代
間
関
係
は
、
農
村
部
で
は
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
型
」、
都
市

部
で
は
「
リ
レ
ー
型
」
と
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
中
国
社
会
は
一
九
七
八
年
か
ら
は
じ
ま
る
改
革
開
放
政
策
に
よ
り
大
き
な
変
化
を
遂

げ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
都
市
・
農
村
二
元
構
造
に
基
づ
く
世
代
間
関
係
が
、
現
代
の
中
国
全
体
に
ど
の
程
度
適
用
で
き
る
か
と
い
う

点
は
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。
本
研
究
は
、
複
雑
で
多
面
性
を
持
つ
中
国
社
会
の
変
化
の
中
で
も
、
特
に
都
市
化
と
社
会
保
障
制
度
の
整

備
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
、
そ
れ
ら
が
及
ぼ
す
影
響
を
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、
都
市
化
は
従
来
の
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
型
」
の
世
代
間
関
係
を
弱
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
七
八
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に
か

け
て
、
中
国
の
都
市
人
口
は
一
七
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
増
加
し
た
（Li et al., 2018

）。
ま
た
、
こ
の
ま
ま
い

け
ば
、
中
国
の
都
市
人
口
は
二
〇
二
〇
年
頃
に
一
〇
億
人
に
達
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
（Bai et al., 2014

）。
都
市
化
は
複
雑
な
過
程

で
あ
り
、
農
村
部
か
ら
都
市
部
へ
移
動
す
る
移
民
（
こ
れ
を
「
流
動
人
口
」
と
定
義
）
と
都
市
の
土
地
拡
張
に
伴
う
農
村
地
域
の
都
市
化
と

い
う
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
ら
れ
る
（Chen and Song, 2014
）。
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
か
け
て
の
都
市
人
口
の
増
加
う
ち
、

四
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
農
村
部
か
ら
都
市
部
へ
の
移
動
、
三
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
農
村
地
域
の
都
市
化
に
伴
う
身
分
の
再
定
義
、
残

り
の
一
九
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
都
市
人
口
の
自
然
増
加
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
（Chen and Song, 2014; N

aughton, 2018

）。
施
利
平
は

都
市
化
が
都
市
・
農
村
の
世
代
間
関
係
に
与
え
る
影
響
を
論
じ
た
際
、
先
行
研
究
か
ら
二
つ
の
仮
説
を
ま
と
め
た
（
施
、
二
〇
一
八
）。
ま

ず
、
楽
観
的
な
見
方
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
都
市
化
に
よ
り
高
齢
者
の
経
済
的
な
自
立
が
高
ま
り
、
子
供
へ
の
経
済
的
依
存
が
低
下
す
る

（
王
、
二
〇
〇
八
）。
こ
れ
は
、
主
に
都
市
化
が
も
た
ら
す
親
世
代
の
経
済
力
の
上
昇
と
社
会
福
祉
に
よ
る
恩
恵
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
が
彼
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ら
の
自
立
能
力
を
強
化
し
た
結
果
、
援
助
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
低
下
し
た
と
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
悲
観
的
な
仮
説
と
し
て
は
、

都
市
化
に
よ
っ
て
子
世
代
が
有
し
て
い
た
伝
統
的
な
「
親
孝
行
」
の
価
値
観
が
崩
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
親
は
子
世
代
か
ら
の
介
護
を
期
待

で
き
な
く
な
り
、
世
代
間
関
係
の
均
衡
の
崩
壊
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
筋
書
き
が
描
か
れ
る
（
金
、
二
〇
〇
〇; Yan, 2009

）。

　

都
市
化
が
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
型
」
の
世
代
間
関
係
を
弱
め
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
経
路
が
想
定
で
き
る
。
ま
ず
、

農
村
部
か
ら
都
市
部
へ
の
移
民
（
い
わ
ゆ
る
「
流
動
人
口
」）
の
急
増
に
よ
り
、
従
来
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
低
い
農
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る

人
間
関
係
が
瓦
解
す
る
（Zhan and M

ontgom
ery, 2003

）。
宗
族
・
親
戚
か
ら
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
人
口
の
流
動
性
の
高
ま
り
と
少
子

化
に
伴
う
核
家
族
化
に
よ
っ
て
、
弱
体
化
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
世
代
間
関
係
、
特
に
父
母
の
介
護
に
関
わ
る
子
供
の
義
務
に
対
し
て
、

従
来
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
有
し
て
い
た
監
督
機
能
は
低
下
す
る
。
ま
た
、
農
村
地
域
の
都
市
化
は
、
農
業
戸
籍
か
ら
非
農
業
戸
籍
に
転
換
さ

れ
た
人
々
に
、
第
二
次
産
業
、
第
三
次
産
業
へ
の
雇
用
機
会
を
も
た
ら
す
。
就
職
先
の
多
様
化
と
経
済
力
の
高
ま
り
に
よ
り
、
都
市
化
さ

れ
た
農
村
地
域
の
人
々
は
、
農
地
や
家
屋
と
い
っ
た
農
業
の
た
め
の
生
産
要
素
へ
の
依
存
を
弱
め
、
こ
れ
ら
の
生
産
要
素
を
子
世
代
へ
と

継
承
し
、
相
続
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
従
来
ほ
ど
重
視
し
な
く
な
る
。
結
果
と
し
て
、
交
換
利
益
に
基
づ
く
ケ
ア
義
務
の
提
供
が
必
然

的
に
低
下
し
て
い
く
。
同
じ
ロ
ジ
ッ
ク
は
第
一
次
産
業
か
ら
逸
脱
し
た
「
流
動
人
口
」
に
も
想
定
で
き
る
。
し
か
し
、
相
続
に
よ
る
利
益

交
換
か
ら
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
低
下
し
て
も
、
経
済
力
の
上
昇
が
も
た
ら
す
援
助
能
力
の
上
昇
も
否
定
で
き
ず
、
そ
れ
に
よ
り
「
流
動

人
口
」
グ
ル
ー
プ
の
子
供
の
父
母
へ
の
介
護
の
提
供
も
十
分
想
定
で
き
る
（H

elm
ut et al., 2018; Liu, 2016

）。
援
助
す
る
か
し
な
い
か
と

い
う
選
択
は
、
従
来
は
家
族
規
範
に
強
く
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
資
源
に
基
づ
く
子
世
代
の
自
主
的
な
決
定

へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
。

　

ま
た
、
社
会
保
障
制
度
の
完
備
も
世
代
間
関
係
に
影
響
を
与
え
る
。
中
国
に
お
け
る
社
会
保
障
制
度
は
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
降
、

複
雑
な
改
革
経
緯
を
経
て
き
た
。
劉
（
二
〇
〇
五
）
に
よ
る
と
、
中
国
の
社
会
保
障
制
度
の
発
展
は
、
改
革
開
放
を
大
き
な
節
目
と
し
て
、

そ
の
前
後
の
二
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
改
革
開
放
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
中
国
の
社
会
保
険
は
主
に
国
営
企
業
と
集
団
所
有
制
企
業
の
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従
業
員
と
政
府
機
関
に
勤
務
す
る
公
務
員
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
農
民
と
無
職
者
に
は
ほ
と
ん
ど
提
供
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
柯
、
二
〇

一
四
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
改
革
開
放
後
の
制
度
は
、
経
済
体
制
改
革
に
伴
っ
て
根
本
的
な
変
革
が
な
さ
れ
た
（
劉
、
二
〇
〇
五
）。
沙
（
二

〇
〇
三
）
は
、
九
〇
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
社
会
保
障
制
度
（
年
金
・
医
療
）
改
革
の
特
徴
と
し
て
、
保
険
掛
け
金
の
個
人
負
担
の
導
入
、

企
業
・
個
人
・
国
の
三
者
が
社
会
保
障
の
財
政
を
負
担
す
る
シ
ス
テ
ム
へ
の
変
更
、
地
区
毎
に
異
な
る
制
度
に
基
づ
く
分
散
的
な
運
用
か

ら
全
国
統
一
制
度
に
基
づ
く
運
用
へ
の
転
換
と
い
う
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
。
改
革
開
放
後
、
中
国
に
お
け
る
社
会
保
障
制
度

は
徐
々
に
完
備
さ
れ
て
き
た
。

　

二
〇
一
〇
年
時
点
ま
で
、
都
市
部
の
医
療
保
険
に
つ
い
て
は
、
保
障
の
レ
ベ
ル
の
高
い
順
に
、
公
務
員
を
対
象
者
と
し
た
「
公
費
医

療
」、
都
市
従
業
員
を
対
象
者
と
し
た
「
都
市
職
工
基
本
医
療
保
険
制
度
」、
都
市
住
民
を
対
象
者
と
し
た
「
都
市
住
民
基
本
医
療
保
険
制

度
」
が
作
ら
れ
た
。
農
村
で
も
「
都
市
住
民
基
本
医
療
保
険
制
度
」
と
ほ
ぼ
同
じ
給
付
水
準
の
「
新
型
農
村
合
作
医
療
制
度
」
が
作
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
年
金
制
度
に
つ
い
て
も
、
都
市
で
は
従
業
員
を
対
象
者
と
し
た
「
都
市
職
工
基
本
養
老
保
険
制（
5
）度」
と
一
般
住
民
を
対

象
者
と
し
た
「
都
市
住
民
基
本
養
老
保
険
制
度
」
が
作
ら
れ
、
農
村
で
は
「
新
型
農
村
社
会
養
老
保
険
制
度
（
以
下
、「
新
農
保
」
と
略
称

す
る
）」
が
設
立
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
医
療
保
険
制
度
と
は
異
な
り
、
年
金
制
度
、
特
に
都
市
の
一
般
住
民
と
農
民
を
対
象
者
と
し
た
制

度
へ
の
加
入
は
強
制
的
で
は
な
い
と
い
う
点
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
公
的
な
社
会
保
障
制
度
は
階
層
性

と
地
域
格
差
を
有
し
て
は
い
る
が
、
九
〇
年
代
か
ら
大
き
く
改
善
・
整
備
さ
れ
て
き
た
。

　

社
会
保
障
制
度
の
整
備
が
世
代
間
関
係
に
与
え
る
影
響
に
関
す
る
研
究
も
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
陳
と
曾
（
二
〇
一
三
）
は
中
国
の
全
国

的
な
デ
ー
タ
か
ら
、「
新
農
保
」
が
世
代
間
関
係
に
与
え
る
効
果
を
検
証
し
た
結
果
、「
新
農
保
」
は
加
入
し
た
高
齢
者
の
福
祉
を
高
め
る

効
果
を
持
つ
一
方
で
、
子
供
か
ら
高
齢
者
へ
の
経
済
的
な
援
助
の
提
供
を
抑
制
す
る
効
果
も
同
時
に
備
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

具
体
的
に
は
、
高
齢
者
が
「
新
農
保
」
か
ら
受
け
た
給
付
金
が
一
元
上
が
る
と
、
彼
ら
が
子
供
か
ら
受
け
取
る
現
金
が
〇
・
八
〇
八
元
減

少
す
る
（
陳
・
曾
、
二
〇
一
三
）。
ま
た
、「
新
農
保
」
に
加
入
し
た
人
が
子
供
か
ら
提
供
さ
れ
た
現
金
の
総
額
は
、
平
均
的
に
加
入
し
て
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い
な
い
人
の
そ
れ
よ
り
五
八
七
・
一
元
少
な
い
（
陳
・
曾
、
二
〇
一
三
）。
一
方
、Ko 

とM
öhring

（2021

）
は
同
様
の
問
題
関
心
か
ら
、

「
中
国
健
康
と
養
老
追
跡
調
査
」
の
二
〇
一
〇
年
と
二
〇
一
三
年
デ
ー
タ
を
用
い
た
分
析
を
行
い
、「
新
農
保
」
へ
の
加
入
は
子
供
か
ら
高

齢
者
へ
の
経
済
的
な
援
助
の
提
供
を
抑
制
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
促
進
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
と
示
し
た
。Ko 

とM
öhring

（2021

）
は
、
そ
の
理
由
を
、
都
市
化
に
よ
る
子
供
の
経
済
力
上
昇
と
都
市
化
後
も
強
く
維
持
さ
れ
て
い
る
伝
統
的
な
「
親
孝
行
」
の
価

値
観
に
あ
る
と
推
測
し
た
。

　

以
上
、「
現
代
化
」（
主
に
都
市
化
と
社
会
保
障
制
度
の
整
備
）
が
中
国
に
お
け
る
世
代
間
関
係
に
与
え
た
影
響
に
関
す
る
先
行
研
究
か
ら
、

二
つ
の
仮
説
が
導
か
れ
る
。
一
つ
は
、
中
国
に
お
け
る
世
代
間
関
係
は
都
市
化
と
社
会
保
障
制
度
の
整
備
に
よ
り
、
弱
体
化
し
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
自
立
仮
説
（
施
、
二
〇
一
八；

王
、
二
〇
〇
八；

陳
・
曾
、
二
〇
一
三
）、
価
値
観
変
動
仮
説

（
金
、
二
〇
〇
〇；

Yan, 2009

）
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
仮
説
は
中
国
に
お
け
る
世
代
間
関
係
が
「
現

代
化
」
の
過
程
で
強
化
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
は
、
都
市
化
が
も
た
ら
す
経
済
力
の
上
昇
は
子
供
が
提
供
で
き
る
援
助

資
源
の
増
加
に
つ
な
が
る
と
い
う
点
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
る
（Ko and M

öhring, 2021

）。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
仮
説
の
大
半
は
特
定

の
地
域
に
お
け
る
質
的
な
調
査
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
全
国
的
な
デ
ー
タ
を
用
い
た
研
究
も
ま
た
、
単
一
の
援
助
類
型
に
の
み
注

目
し
て
お
り
、
世
代
間
関
係
の
全
体
像
を
説
明
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
都
市
化
と
社
会
保
障
制
度
の
完
備
が
中
国
社
会
全
体
の
世
代

間
関
係
に
も
た
ら
す
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
全
国
的
な
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
複
数
の
援
助
類
型
を
考
慮
し
た
分
析
が
求
め
ら

れ
る
。

㈣　

本
研
究
の
仮
説

　

以
上
、
第
二
節
で
示
し
た
先
行
研
究
の
知
見
は
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

①
親
子
関
係
を
考
え
る
際
に
は
、
前
期
・
中
期
・
後
期
の
親
子
関
係
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
中
期
親
子
関
係
が
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
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親
子
関
係
を
形
成
し
や
す
い
の
に
対
し
て
、
後
期
親
子
関
係
は
理
論
的
に
は
子
か
ら
の
一
方
的
な
援
助
に
偏
り
や
す
い
。

　

②
世
代
間
関
係
を
測
る
指
標
は
、
構
造
行
動
的
な
要
因
と
認
知
情
緒
的
な
要
因
と
い
う
二
つ
の
総
合
的
な
次
元
に
分
け
ら
れ
る
。
世
代

間
関
係
を
類
型
化
す
る
際
に
は
、
上
述
し
た
二
つ
の
次
元
に
共
に
触
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
保
田
（
二
〇
〇
三
）
が
、
実

践
的
・
経
済
的
援
助
と
情
緒
的
な
援
助
と
を
組
み
入
れ
て
世
代
関
係
を
類
型
化
し
た
こ
と
は
、
構
造
行
動
的
な
要
因
（
実
践
的
・
経
済
的

な
援
助
）
と
認
知
情
緒
的
な
要
因
（
情
緒
的
な
援
助
）
双
方
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
同
別
居
親
子
を
分
け
て
、

そ
の
世
代
間
関
係
の
類
型
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

③
中
国
の
伝
統
的
な
親
子
関
係
は
、
農
村
部
で
は
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
型
」、
都
市
部
で
は
「
リ
レ
ー
型
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

近
年
の
都
市
化
や
社
会
保
障
制
度
の
完
備
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
的
な
変
動
の
影
響
を
受
け
、
従
来
の
構
造
は
変
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
変
化
に
関
す
る
仮
説
と
し
て
は
、
世
代
間
関
係
が
弱
ま
る
と
い
う
仮
説
と
世
代
間
関
係
が
強
ま
る
と
い
う
仮
説
に
分
け
ら
れ
る
。

前
者
は
、
高
齢
者
自
立
仮
説
（
施
、
二
〇
一
八；

王
、
二
〇
〇
八；

陳
・
曾
、
二
〇
一
三
）
や
価
値
観
変
動
仮
説
（
金
、
二
〇
〇
〇；

Yan, 

2009

）
か
ら
導
か
れ
、
後
者
に
つ
い
て
、
主
に
資
源
増
加
論
（Ko and M

öhring, 2021

）
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
知
見
を
踏
ま
え
て
、
本
研
究
で
は
以
下
の
仮
説
を
設
定
す
る
。

　

ま
ず
、
二
の
㈠
と
二
の
㈡
に
よ
っ
て
、
中
国
に
お
け
る
後
期
親
子
関
係
は
経
済
的
な
援
助
・
実
践
的
な
援
助
と
情
緒
的
な
援
助
に
よ
っ

て
パ
タ
ー
ン
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
析
出
さ
れ
た
親
子
関
係
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
仮
説
が
立
て
ら
れ
る
。
ま
ず
、
中
国

は
東
ア
ジ
ア
社
会
の
一
つ
で
あ
り
、
歴
史
的
に
儒
教
文
化
の
影
響
を
受
け
、「
互
酬
型
」
あ
る
い
は
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
型
」
の
世
代
間

関
係
が
主
流
で
あ
る
と
想
定
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
仮
説
1
が
立
て
ら
れ
る
。
一
方
で
、
後
期
親
子
関
係
に
お
い
て
は
、
親
の
勢
力

が
子
よ
り
弱
い
の
で
、
援
助
関
係
が
子
か
ら
の
一
方
的
な
援
助
に
偏
っ
て
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
仮
説
2
が
立
て

ら
れ
る
。

仮
説
1
：
同
別
居
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
に
お
け
る
親
子
関
係
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
親
子
双
方
に
よ
る
援
助
の
互
酬
的
な
交
換
の
パ
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タ
ー
ン
が
支
配
的
で
あ
る
。

仮
説
2
：
同
別
居
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
に
お
け
る
親
子
関
係
の
類
型
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
親
の
年
齢
が
高
く
な
る
ほ
ど
、
子
か
ら
親

へ
の
一
方
的
援
助
に
偏
る
類
型
の
比
率
が
高
く
な
る
。

　

ま
た
、
二
の
㈢
か
ら
、
都
市
化
と
社
会
保
障
制
度
の
整
備
が
世
代
間
関
係
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
な
仮

説
が
導
か
れ
る
。
ま
ず
、
都
市
化
が
も
た
ら
す
流
動
人
口
の
増
加
を
考
慮
す
る
と
、
中
国
の
親
子
関
係
の
類
型
は
農
村
・
都
市
・
流
動
人

口
と
い
っ
た
区
分
に
よ
り
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
農
村
居
住
者
は
、
伝
統
的
な
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
型
」
の
世
代
間
関
係

を
維
持
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
流
動
人
口
グ
ル
ー
プ
は
、
都
市
居
住
者
と
類
似
し
た
「
リ
レ
ー
型
」
の
世
代
間
関
係
を
保
持
し
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
議
論
か
ら
、
仮
説
3
が
立
て
ら
れ
る
。

仮
説
3
：
中
国
に
お
け
る
後
期
親
子
関
係
の
類
型
は
、
戸
籍
と
居
住
地
に
よ
っ
て
異
な
る
。

仮
説
3
‐
1
：
農
村
居
住
者
は
、
互
酬
性
の
持
つ
世
代
間
関
係
が
多
く
を
占
め
る
。

仮
説
3
‐
2
：
都
市
居
住
者
と
流
動
人
口
は
、
親
か
ら
の
一
方
的
な
援
助
に
偏
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
子
か
ら
の
一
方
的
な
援
助
に
偏
っ

て
い
る
と
い
う
偏
向
性
の
持
つ
世
代
間
関
係
が
多
く
を
占
め
る
。

　

さ
ら
に
、
社
会
保
障
制
度
の
完
備
が
世
代
間
関
係
に
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
制
度
は
親
の
経
済
的
・
身
体
的
な
資
源

を
強
化
す
る
た
め
に
、
社
会
保
障
制
度
に
加
入
し
た
親
世
代
は
加
入
し
て
い
な
い
親
世
代
よ
り
、
子
へ
の
援
助
を
行
い
や
す
い
一
方
、
子

か
ら
の
援
助
を
受
け
に
く
く
な
る
と
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
同
じ
ロ
ジ
ッ
ク
は
給
付
水
準
の
よ
り
高
い
社
会
保
障
制
度
へ
加
入
し
て
い
る

親
と
給
付
水
準
の
低
い
社
会
保
障
制
度
へ
加
入
し
て
い
る
親
に
も
当
て
は
ま
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
仮
説
4
が
立
て
ら
れ
る
。

仮
説
4
：
中
国
に
お
け
る
後
期
親
子
関
係
の
類
型
は
社
会
保
障
制
度
の
加
入
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
。

仮
説
4
‐
1
：
社
会
保
障
制
度
に
加
入
し
て
い
る
親
は
、
加
入
し
て
い
な
い
親
よ
り
も
子
供
に
援
助
す
る
傾
向
が
強
い
。

仮
説
4
‐
2
：
社
会
保
障
制
度
に
加
入
し
て
い
る
親
は
、
加
入
し
て
い
な
い
親
よ
り
も
子
供
か
ら
支
援
を
受
け
に
く
く
な
る
。
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仮
説
4
‐
3
：
社
会
保
障
制
度
の
加
入
者
の
う
ち
、
高
い
給
付
水
準
を
享
受
し
て
い
る
親
は
、
低
い
給
付
水
準
の
み
享
受
し
て
い
る
親
よ

り
も
子
供
に
援
助
す
る
傾
向
が
強
い
。

仮
説
4
‐
4
：
社
会
保
障
制
度
の
加
入
者
の
う
ち
、
高
い
給
付
水
準
を
享
受
し
て
い
る
親
は
、
低
い
給
付
水
準
の
み
享
受
し
て
い
る
親
よ

り
も
子
供
か
ら
支
援
を
受
け
に
く
く
な
る
。

三　

分
析
方
法

　

本
章
で
は
、
ま
ず
、
分
析
に
使
用
す
る
デ
ー
タ
を
紹
介
す
る
。
そ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
析
枠
組
み
の
具
体
的
な
分
析
方
法
と
変
数
の

設
定
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

㈠　

使
用
す
る
デ
ー
タ

　

本
研
究
で
扱
う
デ
ー
タ
は
北
京
大
学
が
行
っ
た
「
中
国
家
庭
追
跡
調
査
」
の
二
〇
一
〇
年
成
人
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
る
。「
中
国
家
庭
追

跡
調
査
」
は
、
個
人
、
家
庭
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
の
デ
ー
タ
を
追
跡
し
て
収
集
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
中
国
の
社
会
・

経
済
・
人
口
・
教
育
・
健
康
の
変
遷
を
反
映
し
、
学
術
研
究
と
公
共
政
策
分
析
の
た
め
の
デ
ー
タ
基
盤
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
調
査
は
、
中
国
の
二
五
の
省
／
市
／
自
治
区
（
香
港
特
別
行
政
区
、
マ
カ
オ
特
別

行
政
区
、
台
湾
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
、
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
、
青
海
省
、
内
モ
ン
グ
ル
自
治
区
、
寧
夏
回
族
自
治
区
、
海
南
省
を
除
く
）
を
カ
バ
ー
し

て
お
り
、
中
国
総
人
口
の
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
か
ら
な
る
母
集
団
か
ら
一
万
六
千
戸
を
世
帯
単
位
で
抽
出
し
て
い（
6
）る。
回
収
率
は
家
庭

レ
ベ
ル
で
八
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
個
人
レ
ベ
ル
で
八
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
分
析
は
、「
中
国
家
庭
追
跡
調
査
」
の
二
〇
一
〇
年
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
調
査
デ
ー
タ
の
う
ち
成
人
ア
ン
ケ
ー
ト
の
デ
ー
タ
を
用
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い
る
。
こ
の
調
査
に
は
、
三
万
三
六
〇
〇
人
の
回
答
者
の
デ
ー
タ
が
あ
る
が
、
中
国
の
戸
籍
を
持
つ
六
〇
歳
か
ら
九（
7
）〇歳
ま
で
の
、
存
命

し
て
い
る
子
供
が
せ
め
て
一
人
い
る
高
齢
者
に
分
析
対
象
を
限
定
し
た
結
果
、
分
析
に
用
い
る
高
齢
者
の
標
本
数
は
、
六
八
一
二
人
と

な
っ
た
。
本
研
究
で
は
、
一
対
の
親
子
を
分
析
の
単
位
と
し
て
設
定
し
て
お
り
、
子
供
が
複
数
い
る
場
合
そ
れ
ぞ
れ
の
子
を
単
位
と
し
て

デ
ー
タ
を
累
積
し
た
（
8
）。
さ
ら
に
子
供
の
年
齢
を
一
八
歳
以
上
六
〇
歳
以
下
に
限
定
し
、
か
つ
親
子
関
係
の
項
目
に
つ
い
て
無
回
答
で
あ
っ

た
ケ
ー
ス
を
除
い
た
結
果
、
最
終
的
に
一
万
五
二
〇
六
ケ
ー
ス
の
親
子
が
分
析
対
象
と
な
っ
た
。

㈡　

分
析
枠
組
み
と
変
数

　

本
研
究
の
分
析
枠
組
み
は
二
つ
あ
る
。
ま
ず
、
仮
説
1
を
検
証
す
る
た
め
に
、
後
期
親
子
関
係
の
類
型
化
を
行
う
。
次
に
、
仮
説
2
、

3
、
4
を
検
証
す
る
た
め
に
、
第
一
の
枠
組
み
で
析
出
さ
れ
た
親
子
関
係
の
類
型
を
、
年
齢
・
戸
籍
・
流
動
人
口
属
性
・
社
会
保
障
制
度

へ
の
加
入
状
況
に
お
け
る
分
布
の
違
い
に
基
づ
い
て
分
析
す
る
。
各
枠
組
み
で
用
い
る
変
数
と
分
析
方
法
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

1
　
後
期
親
子
関
係
の
類
型
化

　

ま
ず
、
後
期
親
子
関
係
の
類
型
化
に
つ
い
て
は
、
一
万
五
二
〇
六
ケ
ー
ス
の
親
子
を
同
居
・
非
同
居
と
い
う
変
数
に
よ
っ
て
二
つ
の
群

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
群
の
親
子
の
世
代
間
関
係
を
親
に
よ
る
経
済
的
・
実
践
的
援
助
の
有
無
を
表
す
二
項
変
数
、
子
に
よ
る
経
済
的
・

実
践
的
援
助
の
有
無
を
表
す
二
項
変
数
と
関
係
の
親
密
度
に
対
す
る
親
の
主
観
的
な
五
段
階
評
価
と
い
う
五
つ
の
変
数
を
用
い
て
、
潜
在

ク
ラ
ス
分
析
（polytom

ous Latent Class Analysis, poLCA

）（Linzer and Lew
is, 2013

）
を
行
い
、
パ
タ
ー
ン
化
す
る
。

　

変
数
の
具
体
的
な
設
定
に
つ
い
て
、
同
別
居
を
表
す
変
数
は
「
0
＝
非
同
居
」、「
1
＝
同
居
」
と
す
る
。
ま
た
、
潜
在
ク
ラ
ス
分
析
に

用
い
る
顕
在
変
数
と
し
て
、
経
済
的
な
援
助
の
測
定
に
対
し
て
、
親
が
回
答
す
る
「
最
近
の
六
ヵ
月
の
間
に
、
あ
な
た
は
ど
の
子
供
へ
経

済
的
援
助
を
行
っ
て
い
ま
し
た
か
」
と
い
う
指
標
を
用
い
、
親
に
よ
る
経
済
的
援
助
の
有
無
（「
1
＝
な
し
」、「
2
＝
あ
り
」）
を
測
定
す
る
。
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同
様
に
、
親
が
回
答
す
る
「
最
近
の
六
ヵ
月
の
間
に
、
あ
な
た
は
ど
の
子
供
か
ら
経
済
的
援
助
を
受
け
ま
し
た
か
」
と
い
う
指
標
を
用
い
、

子
に
よ
る
経
済
的
援
助
の
有
無
（「
1
＝
な
し
」、「
2
＝
あ
り
」）
を
把
握
す
る
。
ま
た
、
実
践
的
な
援
助
の
測
定
に
つ
い
て
、
親
に
よ
る
実

践
的
援
助
の
有
無
は
、
親
が
回
答
す
る
家
事
の
手
伝
い
を
表
す
指
標
（「
最
近
の
六
ヵ
月
の
間
に
、
あ
な
た
は
ど
の
子
供
に
家
事
の
手
伝
い
を
提

供
し
ま
し
た
か
」）
と
子
育
て
の
手
伝
い
を
表
す
指
標
（「
最
近
の
六
ヵ
月
の
間
に
、
あ
な
た
は
ど
の
子
供
に
子
育
て
の
援
助
を
提
供
し
ま
し
た
か
」）

と
い
う
二
つ
の
指
標
か
ら
測
定
す
る
。
こ
の
中
で
、
家
事
の
手
伝
い
と
子
育
て
を
共
に
し
た
こ
と
の
な
い
親
は
、
実
践
的
援
助
を
提
供
し

な
い
親
（
＝
1
）
と
定
義
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
家
事
の
手
伝
い
と
子
育
て
の
手
伝
い
の
い
ず
れ
か
を
行
っ
た
親
は
、
実
践
的
援
助
を

提
供
す
る
親
（
＝
2
）
と
定
義
す
る
。
同
様
に
、
子
に
よ
る
実
践
的
援
助
の
有
無
も
、
親
が
回
答
す
る
家
事
の
手
伝
い
を
表
す
指
標

（「
最
近
の
六
ヵ
月
の
間
に
、
あ
な
た
は
ど
の
子
供
か
ら
家
事
の
手
伝
い
を
受
け
ま
し
た
か
」）
と
世
話
の
授
受
を
表
す
指
標
（「
最
近
の
六
ヵ
月
の
間
に
、

あ
な
た
は
ど
の
子
供
か
ら
世
話
を
受
け
ま
し
た
か
」）
と
い
う
二
つ
の
指
標
か
ら
測
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
家
事
の
手
伝
い
と
世
話
を
共
に
受

け
た
こ
と
の
な
い
親
は
、
子
に
よ
る
実
践
的
援
助
を
受
け
て
い
な
い
親
（
＝
1
）、
家
事
の
手
伝
い
な
い
し
は
世
話
の
提
供
を
受
け
た
親

は
、
親
に
よ
る
実
践
的
援
助
を
受
け
て
い
る
親
（
＝
2
）
と
定
義
す
る
。
最
後
に
、
情
緒
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
、「
中
国
家
庭
追
跡
調

査
」
の
二
〇
一
〇
年
の
成
人
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
子
供
と
の
関
係
に
関
す
る
親
に
よ
る
五
段
階
評
価
が
問
わ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

親
が
「
最
近
六
ヵ
月
、
子
と
の
関
係
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、「
非
常
に
不
親
密
」、「
不
親
密
」、「
普
通
」、

「
親
密
」、「
非
常
に
親
密
」
と
い
う
五
段
階
で
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
分
析
の
際
に
は
、「
非
常
に
不
親
密
」、「
不
親
密
」、「
普
通
」
と

い
う
三
つ
の
回
答
を
ま
と
め
て
「
1
」
と
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
、「
親
密
」
と
「
非
常
に
親
密
」
と
い
う
二
つ
の
回
答
を
ま
と
め
て
「
2
」

と
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
す
る
。
最
終
的
に
、
親
が
回
答
す
る
親
子
関
係
を
表
す
変
数
は
、
普
通
な
い
し
は
親
密
で
な
い
（「
1
」）
と
親
密
以
上

（「
2
」）
の
二
段
階
の
評
価
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
援
助
行
動
変
数
の
発
生
率
お
よ
び
親
が
回
答
し
た
主
観
的
な
子
供
と
の
関
係
の
五
段

階
評
価
を
、
親
と
の
同
居
別
居
で
区
分
し
て
示
し
た
も
の
が
表
1
で
あ
る
。

　

潜
在
ク
ラ
ス
分
析
は
Ｒ
のpoLCA

（Linzer and Lew
is, 2013

）
と
い
う
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
用
い
て
行
う
。
モ
デ
ル
を
説
明
す
る
数
式
は
、
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式
（
1
）
の
関
数
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る
。
こ
の
な
か
に
は
、
個
人
ｉ
が
、
Ｊ
個
の
顕
在
変

数
（
本
論
文
で
の
経
済
的
な
援
助
な
ど
の
変
数
）
に
対
し
て
、
変
数
ご
と
に
、
選
択
で
き
る
全

て
の
可
能
な
ア
ウ
ト
カ
ム
と
し
てK

j

が
あ
る
。
こ
こ
で
、i

＝1, ... N
 

、j

＝1, ... J 

、k

＝1, ... K
j

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
観
察
さ
れ
た
個
人
ｉ
が
Ｊ
個
の
顕
在
変
数
に
対

し
て
行
う
選
択
の
状
態
はY

ijk

と
定
義
さ
れ
る
。
ま
た
、π

ijk

を
特
定
の
ク
ラ
ス
に
お
け
る

個
人
ｉ
が
ｊ
番
目
の
顕
在
変
数
に
対
し
て
、
ｋ
番
目
の
選
択
肢
を
選
択
す
る
こ
と
の
条
件
付

き
確
率
と
定
義
す
る
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
あ
る
個
人
ｉ
が
、
ク
ラ
ス
ｒ
に
お
い
て
、
顕
在

変
数
ｊ
に
対
し
て
あ
る
特
定
の
パ
タ
ー
ン
で
、
選
択
肢
を
選
択
す
る
確
率  π

r

は
、
式
⑴
の

関
数
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る
。
式
⑴
か
ら
算
出
さ
れ
た
確
率
を
ク
ラ
ス
数
ご
と
の
割
合p

r

に
よ
っ
て
加
重
し
て
総
合
す
れ
ば
、
全
て
の
ク
ラ
ス
に
対
す
る
確
率
密
度
関
数
が
生
成
さ
れ

る
。
式
⑵
は
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、p

r

と  π
ijk

は
未
知
の
パ
ラ
メ
ー
タ
で

あ
り
、
潜
在
ク
ラ
ス
分
析
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
。

f（
Y

i ;π
r ）＝

∏
Jj＝

1
∏

K
j

k
＝

1 （
π

jrk ） Y
ijk       ⑴

P（
Y

i │
π

, p）＝
∑

Rr＝
1 p

r ∏
Jj＝

1
∏

K
j

k
＝

1 （
π

jrk ） Y
ijk       ⑵

2
　
後
期
親
子
関
係
の
類
型
の
分
布

　

次
に
、
後
期
親
子
関
係
の
類
型
の
分
布
に
つ
い
て
、
仮
説
2
、
3
、
4
を
検
証
す
る
た
め

に
、
第
一
の
枠
組
み
で
析
出
さ
れ
た
親
子
関
係
の
類
型
を
親
の
年
齢
・
戸
籍
・
流
動
人
口
属

表１　各援助行動の発生率

同居の場合 (n=4047) 別居の場合 (n=11159)

援助行動 親による援助 子による援助 親による援助 子による援助

経済的援助 0.10 0.27 0.05 0.30

実践的援助
家事の手伝い
世話をする

0.27
0.22

0.14
0.21

0.09
0.12

0.11
0.21

関係の親密度 1.82 1.78

注： 各セルの数値は、支援行動が発生したケースが全体に占めした比率（1 を 100％とした時
の比率）、あるいは平均を表す。
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性
・
社
会
保
障
制
度
へ
の
加
入
状
況
に
お
け
る
分
布
を
ク
ロ
ス
集
計
表
で
示
し
、
分
析
す
る
（
9
）。

　

こ
の
分
析
で
用
い
る
変
数
に
つ
い
て
は
、
第
一
の
枠
組
み
か
ら
析
出
さ
れ
た
世
代
間
関
係
の
類
型
の
他
に
、
親
の
年
齢
、
都
市
・
農
村

二
元
構
造
を
表
す
親
の
戸
籍
状
況
、
流
動
人
口
と
し
て
の
属
性
を
表
す
親
の
戸
籍
と
親
の
居
住
地
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

変
数
、
お
よ
び
社
会
保
障
制
度
へ
の
加
入
状
況
を
表
す
変
数
を
加
え
る
。
具
体
的
に
は
、
親
の
年
齢
は
、
六
〇
歳
か
ら
六
九
歳
ま
で
、
七

〇
歳
か
ら
七
九
歳
ま
で
、
八
〇
歳
か
ら
九
〇
歳
ま
で
、
と
い
う
年
齢
区
分
で
三
つ
の
年
齢
層
に
分
け
る
。
ま
た
、
親
の
戸
籍
は
、
非
農
業

戸
籍
を
持
つ
人
を
都
市
、
農
業
戸
籍
を
持
つ
人
を
農
村
に
分
け
る
。
そ
の
上
で
、
流
動
人
口
と
し
て
の
属
性
を
表
す
た
め
に
、
親
の
戸
籍

と
居
住
地
を
組
み
合
わ
せ
て
、
農
業
戸
籍
で
農
村
に
居
住
し
て
い
る
人
を
農
村
、
非
農
業
戸
籍
で
都
市
に
居
住
し
て
い
る
人
を
都
市
、
農

業
戸
籍
で
都
市
に
居
住
し
て
い
る
人
と
非
農
業
戸
籍
で
農
村
に
居
住
し
て
い
る
人
を
「
流
動
人
口
」
と
定
義
し
、
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を

持
つ
変
数
を
作
る
。
最
後
に
、
社
会
保
障
制
度
へ
の
加
入
状
況
は
、
医
療
保
険
へ
の
加
入
状
況
と
年
金
の
有
無
と
い
う
二
つ
の
変
数
に

よ
っ
て
表
す
。
医
療
保
険
へ
の
加
入
状
況
と
い
う
変
数
は
、
既
存
の
医
療
保
険
制
度
へ
の
加
入
状
況
と
加
入
し
て
い
る
制
度
の
給
付
水
準

の
違
い
に
よ
り
、「
加
入
し
て
い
な
い
」、「
普
通
型
」、「
高
級
型
」
と
い
う
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
区
分
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
医
療

保
険
制
度
に
も
加
入
し
て
い
な
い
人
を
「
加
入
し
て
い
な
い
」、「
都
市
住
民
医
療
保
険
」
あ
る
い
は
「
新
型
農
村
合
作
医
療
保
険
」
へ
加

入
し
て
い
る
人
を
「
普
通
型
」、「
公
費
医
療
」、「
都
市
従
業
員
基
本
医
療
保
険
」
な
い
し
は
「
補
充
医
療
保
険
」
ま
た
は
同
時
に
二
つ
以

上
の
医
療
保
険
制
度
に
加
入
し
て
い
る
人
を
「
高
級
型
」
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
、
年
金
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
年
金
制
度
に
加
入
し
て

い
る
人
が
全
体
的
に
多
く
な
い
こ
と
を
考
慮
し
、
給
付
水
準
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
に
加
入
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
、「
あ

り
」
と
「
な
し
」
と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
作
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
ち
ら
の
年
金
制
度
に
も
加
入
し
て
い
な
い
人
を
「
な
し
」、「
都

市
基
本
養
老
保
険
」、「
農
村
社
会
養
老
保
険
」、
な
い
し
は
「
補
充
養
老
保
険
」、
ま
た
は
同
時
に
二
つ
以
上
の
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い

る
人
を
「
あ
り
」
と
定
義
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
変
数
の
記
述
統
計
量
を
表
2
に
記
載
す
る
。
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表２　記述統計

度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
親の属性
年齢　 6812 60 90 68.44 6.80
性別 6812  0  1   .50  .50
戸籍類型 6812  0  1   .33  .47
居住地 6812  0  1   .46  .50
流動人口分類 6812
　農業農村 3313  0  1  0.49  .50
　農業都市（流動 1） 1283  0  1  0.19  .40
　非農業農村（流動 2） 340  0  1  0.05  .22
　非農業都市 1876  0  1  0.28  .45
子供数 6812  1 10  3.07 1.46
医療保険への加入状況 6812
　加入していない 1117  0  1   .16  .37
　普通型 4418  0  1   .65  .48
　高級型 1277  0  1   .19  .40
年金の有無 6812  0  1   .24  .43
子の属性
同別居 15206  0  1  0.27 0.44
年齢 15206 18 59 40.96 7.27
顕在変数
親による経済的支援 15206  1  2  1.06 0.24
子による経済的支援 15206  1  2  1.29 0.45
親による実践的支援 15206  1  2  1.22 0.41
子による実践的支援 15206  1  2  1.27 0.44
関係の親密度 15206  1  2  1.79 0.41

注：  流動１とは農村から都市へ移動した人で、流動２は都市から農村へ移動した人である。本稿
は流動１に注目した。流動２は可能な状況として示したが、人数が比較的に少ないので検討
しなかった。
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四　

分
析
結
果

　

本
章
で
は
、
分
析
結
果
を
分
析
枠
組
み
ご
と
に
記
述
す
る
。

㈠　

後
期
親
子
関
係
の
類
型
化

　

第
一
の
枠
組
み
で
あ
る
後
期
親
子
関
係
の
類
型
化
に
関
す
る
分
析
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
3
、
表
4
、
図
2
お
よ
び
図
3
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
表
3
は
同
居
と
別
居
親
子
別
に
、
析
出
さ
れ
た
潜
在
ク
ラ
ス
数
に
よ
っ
て
モ
デ
ル
の
適
合
度
が
ど
の
程
度
異
な
る
か
を
示
し
て

い
る
。
表
3
か
ら
、
別
居
親
子
、
同
居
親
子
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
三
ク
ラ
ス
モ
デ
ル
が
最
も
デ
ー
タ
に
適
合
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

同
居
親
子
か
ら
見
る
と
、
Ａ
Ｉ
）
10
（
Ｃ
を
基
準
と
し
た
場
合
、
潜
在
ク
ラ
ス
数
を
四
つ
に
設
定
し
た
モ
デ
ル
ま
で
適
合
度
が
改
善
さ
れ
た
。
他

方
で
Ｂ
Ｉ
Ｃ
を
基
準
に
考
え
る
と
、
潜
在
ク
ラ
ス
数
を
三
つ
に
設
定
し
た
モ
デ
ル
の
方
が
、
四
つ
の
ク
ラ
ス
数
を
仮
定
し
た
モ
デ
ル
よ
り

も
、
デ
ー
タ
へ
の
適
合
度
が
良
い
。
Ｂ
Ｉ
Ｃ
は
Ａ
Ｉ
Ｃ
と
比
べ
て
、
よ
り
少
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
で
デ
ー
タ
を
説
明
す
る
（
節
約
的
な
：

parsim
onious

）
モ
デ
ル
を
支
持
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
う
し
た
Ｂ
Ｉ
Ｃ
の
特
徴
に
鑑
み
、
Ｂ
Ｉ
Ｃ
の
基
準
を
参
照
し
、
三
ク
ラ
ス
の
モ

デ
ル
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
別
居
親
子
に
つ
い
て
は
、
三
ク
ラ
ス
の
モ
デ
ル
は
Ａ
Ｉ
Ｃ
に
お
い
て
も
、
Ｂ
Ｉ
Ｃ
に
お
い
て
も
、

適
合
度
が
四
ク
ラ
ス
モ
デ
ル
よ
り
良
い
た
め
、
三
ク
ラ
ス
モ
デ
ル
を
採
用
し
た
。

　

表
4
は
、
同
別
居
別
に
三
つ
の
潜
在
ク
ラ
ス
（
類
型
）
が
析
出
さ
れ
た
時
の
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
値
を
示
す
。
一
番
上
の
行
は
、
各
潜
在

ク
ラ
ス
（
類
型
）
の
構
成
比
率
を
表
す
。
下
の
行
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
タ
ー
ン
の
類
型
を
と
る
場
合
に
各
援
助
行
動
が
発
生
す
る
（
あ
る

い
は
関
係
の
親
密
度
が
「
親
密
」
以
上
を
取
る
）
条
件
付
確
率
を
示
す
。
図
2
と
図
3
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
タ
ー
ン
の
類
型
を
と
る
場
合
に
各

援
助
行
動
が
発
生
す
る
（
あ
る
い
は
関
係
の
親
密
度
が
「
親
密
」
以
上
を
取
る
）
条
件
付
確
率
を
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
横
軸
は
各
援
助
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表３　各モデルの適応度

潜在ク
ラス数

自由度
(d.f.)

最大対数
尤度

情報量基準 尤度比検定

AIC BIC
Likelihood 
ratio/deviance 
statistic

Chi-Square 
goodness of 
fit

同居 1 26 －10597.08 21204.16 21235.69 490.0251 735.9375
(N=4047) 2 20 －10437.71 20897.41 20966.77 171.2717 175.2474

3 14 －10362.42 20758.84 20866.04 20.70101 21.26485
4  8 －10356.07 20758.14 20903.17 7.999399 8.138289

別居 1 26 －26230.77 52471.54 52508.14 643.8909 950.3447
(N=11159) 2 20 －26012.73 52047.46 52127.98 207.8106 204.7025

3 14 －25938.58 51911.16 52035.60 59.50804 51.11728
4 8 －25919.89 51885.78 52054.14 22.12591 17.97705

表４　各類型への所属率とその内容

同居親子 (N=4047) 別居親子 (N=11159)
類型 1 類型 2 類型 3 類型 4 類型 5 類型 6

没交渉型
1

共同型
1

子（が親に）
依存型

没交渉型
2

共同型
2

親（が子に）
依存型

類型への所属率
(predicted) 0.8201 0.0788 0.1011 0.6397 0.056 0.3043

子による実践的支援
（2）

0.2736 0.9389 0.0798 0.1505 0.7332 0.4233

親による実践的支援
（2）

0.2380 0.8852 0.5154 0.1530 0.7514 0.0767

子による経済的支援
（2）

0.2938 0.6932 0.0807 0.1622 0.5807 0.5057

親による経済的支援
（2）

0.0000 0.3971 0.2265 0.0515 0.2551 0.0000

関係の親密度（2） 0.8586 0.9119 0.6963 0.7204 0.9143 0.8914
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行
動
と
関
係
の
親
密
度
、
縦
軸
は
、
該
当
す
る
パ

タ
ー
ン
の
類
型
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
援
助
行
動

が
発
生
す
る
条
件
付
確
率
を
示
す
。
図
2
は
同
居

親
子
の
場
合
に
析
出
さ
れ
た
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
の

類
型
の
図
式
で
あ
り
、
図
3
は
別
居
親
子
の
場
合

に
析
出
さ
れ
た
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
類
型
の
図
式

で
あ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
に
お
け
る
相
互
援
助
パ
タ
ー

ン
の
特
徴
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、

親
が
回
答
し
た
主
観
的
な
親
子
関
係
の
親
密
度
と

い
う
指
標
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
親
密
」
以
上
を

取
る
確
率
は
全
て
の
類
型
の
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て

も
高
い
と
言
え
る
。
よ
っ
て
、
親
の
親
子
関
係
に

対
す
る
評
価
は
全
体
的
に
高
い
。
ま
た
、
い
ず
れ

の
援
助
行
動
に
つ
い
て
も
そ
の
発
生
率
が
低
い
特

徴
を
持
つ
類
型
は
、
同
居
親
子
の
約
八
割
、
別
居

親
子
の
約
六
割
を
占
め
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の

類
型
を
同
居
親
子
に
つ
い
て
「
没
交
渉
型
1
」、

別
居
親
子
に
つ
い
て
「
没
交
渉
型
2
」
と
名
付
け

没交渉型１ 子（が親に）依存型

支援類型・方向 支援類型・方向

共同型１

確
率 確

率

確
率

実子 実親 経子 経親 関係
支援類型・方向

実子

実子

実親

経子

経親

関係

実親 経子 経親 関係実子 実親 経子 経親 関係

没交渉型２ 親（が子に）依存型

支援類型・方向 支援類型・方向

共同型2

確
率

確
率

確
率

実子 実親 経子 経親 関係
支援類型・方向

実子

実子

実親

経子

経親

関係

実親 経子 経親 関係実子 実親 経子 経親 関係

図２　同居親子の世代間関係の類型

図３　別居親子の世代間関係の類型

注： 各図の横軸における「実子」、「実親」、「経子」、「経親」と「関係」といった表記は、順に
「子からの実践的な支援」 、「親からの実践的な支援」、「子からの経済的な支援」、「親からの
経済的な支援」と「親から親子関係に対する評価」を意味している。
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る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
践
的
な
援
助
が
親
子
双
方
か
ら
ほ
ぼ
同
程
度
の
確
率
で
盛
ん
に
行
わ
れ
、
子
か
ら
の
経
済
的
な
援
助
も
〇
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
確
率
で
行
わ
れ
る
類
型
は
、
同
居
親
子
か
別
居
親
子
か
を
問
わ
ず
、
一
割
弱
し
か
占
め
て
い
な
い
。
こ
の
類
型
を

同
居
親
子
に
つ
い
て
は
「
共
同
型
1
」、
別
居
親
子
に
つ
い
て
は
「
共
同
型
2
」
と
名
付
け
る
。
最
後
に
、
同
別
居
別
に
析
出
さ
れ
た
独

特
な
類
型
が
あ
る
。
同
居
親
子
の
約
一
割
は
、
親
か
ら
の
実
践
的
な
援
助
の
発
生
率
だ
け
が
高
い
類
型
に
属
す
る
。
こ
の
類
型
を
「
子

（
が
親
に
）
依
存
型
」
と
名
付
け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
別
居
親
子
の
約
三
割
は
、
実
践
的
な
援
助
と
経
済
的
な
援
助
の
全
て
を
子
か
ら

行
う
確
率
が
高
い
類
型
に
属
す
る
。
こ
の
類
型
を
「
親
（
が
子
に
）
依
存
型
」
と
名
付
け
る
。

㈡　

後
期
親
子
関
係
の
類
型
の
分
布

　

第
二
の
枠
組
み
で
あ
る
後
期
親
子
関
係
の
類
型
と
親
の
年
齢
・
戸
籍
・
流
動
人
口
属
性
・
社
会
保
障
制
度
へ
の
加
入
状
況
と
い
っ
た
属

性
と
の
ク
ロ
ス
集
計
に
関
す
る
結
果
を
表
5
に
ま
と
め
る
。

　

ま
ず
、
全
て
の
ク
ロ
ス
集
計
表
に
対
し
て
、
カ
イ
二
乗
検
定
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
親
子
関
係
の
類
型
と
全
て
の
属
性
と
の
間
に
有

意
な
関
係
が
見
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
同
別
居
に
か
か
わ
ら
ず
、
親
子
関
係
の
類
型
は
親
の
年
齢
・
戸
籍
・
流
動
人
口
属
性
・
社
会
保
障
制

度
へ
の
加
入
状
況
と
い
っ
た
属
性
に
よ
り
異
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

具
体
的
な
違
い
を
見
て
い
く
と
、
年
齢
層
に
関
し
て
は
、
親
の
年
齢
層
が
高
く
な
る
と
、
同
居
親
子
に
お
け
る
「
子
（
が
親
に
）
依
存

型
」（
類
型
3
）
が
該
当
年
齢
層
に
占
め
る
割
合
が
低
く
な
り
、
別
居
親
子
に
お
け
る
「
親
（
が
子
に
）
依
存
型
」（
類
型
6
）
の
割
合
が
高

く
な
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
同
居
親
子
の
場
合
、
親
の
年
齢
の
上
昇
に
伴
っ
て
、
親
の
勢
力
と
援
助
提
供
能
力
の
低
下
が
見
ら
れ
る
の
に
対

し
、
別
居
親
子
の
場
合
に
は
、
親
の
年
齢
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
子
か
ら
の
一
方
的
な
援
助
を
受
け
る
親
の
割
合
が
高
く
な
る
と
い

う
仮
説
2
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

次
に
、
戸
籍
と
流
動
人
口
属
性
と
親
子
関
係
と
の
関
連
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
ク
ロ
ス
集
計
と
カ
イ
二
乗
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
親
子
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表５　サブグループにおける各類型の分布

同居親子 （N ＝ 4047） 別居親子 （N ＝ 11159）
類型 1 類型 2 類型 3 類型 4 類型 5 類型 6

サブグループ 没交渉
型 1

共同型
1

子（が親
に）依存

型
n 没交渉

型 2
共同型

2

親（が子
に）依存

型
n

年齢層
　60-69 79.24 9.10 11.66 2462 66.70 7.46 25.84 5859
　70-79 84.85 6.92  8.24 1287 61.39 3.60 35.01 4419
　80-90 92.62 2.01  5.37  298 58.68 3.29 38.02  881
n 3319 319 409 7138 625 3396
χ2 ＝ 46.72*** （df ＝ 4） χ2 ＝ 179.08*** （df ＝ 4）
戸籍
　農業 85.37  6.45  8.18 2959 64.33 5.07 30.60 7748
　非農業 72.89 11.76 15.35 1088 63.15 6.80 30.05 3411
n 3319 319 409 7138 625 3396
χ2 ＝ 84.04*** （df ＝ 2） χ2 ＝ 13.39** （df ＝ 2）
流動人口分類
　農業農村 85.53  6.09  8.38 2232 65.49 5.03 29.48 5764
　  農業都市
　（流動 1） 84.87  7.57 7.57  727 60.94 5.19 33.87 1984

　  非農業農村
　（流動 2） 73.02 14.29 12.70  126 56.18 9.72 34.10  566

　非農業都市 72.87 11.43 15.70  962 64.53 6.22 29.24 2845
n 3319 319 409 7138 625 3396
χ2 ＝ 88.07*** （df ＝ 6） χ2 ＝ 46.72*** （df ＝ 6）
医療保険への加入状況
加入していない 82.34  7.50 10.16  640 65.66 4.98 29.36 1788
普通型 84.76  6.60  8.64 2788 63.65 5.04 31.32 7383
高級型 69.31 14.05 16.64  619 63.63 8.25 28.12 1988
n 3319 319 409 7138 625 3396
χ2 ＝ 82.66*** （df ＝ 4） χ2 ＝ 37.32*** （df ＝ 4）
年金の有無
　あり 83.84  7.29  8.87 3224 64.97 5.07 29.96 8565
　なし 74.85 10.21 14.95  823 60.64 7.36 32.00 2594
n 3319 319 409 7138 625 3396
χ2 ＝ 37.48*** （df ＝ 2） χ2 ＝ 27.30*** （df ＝ 2）
+:P<0.1;  *:P<0.05;  **:P<0.01;  ***:P<0.001
注：各セルの数値は、行ごとのパーセントを表す。
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関
係
の
類
型
と
戸
籍
お
よ
び
流
動
人
口
属
性
と
の
間
に
有
意
な
関
係
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
仮
説
3
は
支
持
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
親

子
関
係
の
類
型
と
戸
籍
と
の
ク
ロ
ス
集
計
を
見
る
と
、
互
酬
性
が
見
ら
れ
た
「
共
同
型
1
」
と
「
共
同
型
2
」
に
つ
い
て
、
別
居
親
子
で

「
共
同
型
2
」（
類
型
5
）
の
場
合
に
は
親
が
農
業
戸
籍
で
あ
る
比
率
と
都
市
戸
籍
で
あ
る
比
率
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
居
親

子
に
つ
い
て
は
、
親
が
都
市
戸
籍
で
「
共
同
型
1
」（
類
型
2
）
で
あ
る
比
率
は
、
む
し
ろ
親
が
農
業
戸
籍
を
持
つ
場
合
の
約
二
倍
で

あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
親
が
農
村
戸
籍
の
場
合
は
、
都
市
戸
籍
の
場
合
よ
り
互
酬
性
を
持
つ
世
代
間
関
係
が
形
成
さ
れ
る
比
率
が
高
い
と
い

う
仮
説
3
‐
1
は
分
析
結
果
か
ら
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
都
市
の
世
代
間
関
係
は
「
リ
レ
ー
式
」
で
あ
り
、
農
村
の
そ
れ
は

「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
式
」
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
な
世
代
間
関
係
の
図
式
は
、「
現
代
化
」
し
た
中
国
社
会
に
お
け
る
世
代
間
関
係
を
説
明

す
る
に
は
、
も
は
や
十
分
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

次
に
、
親
子
関
係
の
類
型
と
流
動
人
口
属
性
と
の
ク
ロ
ス
集
計
を
見
て
い
く
。
潜
在
ク
ラ
ス
分
析
を
行
っ
た
結
果
、
偏
向
性
を
持
つ
親

子
関
係
類
型
と
し
て
は
、「
子
（
が
親
に
）
依
存
型
」（
類
型
3
）
と
「
親
（
が
子
に
）
依
存
型
」（
類
型
6
）
が
析
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
同
居
親
子
の
場
合
、
都
市
に
居
住
し
て
い
る
親
の
「
子
（
が
親
に
）
依
存
型
」（
類
型
3
）
の
割
合
（
一
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
農

村
に
居
住
し
て
い
る
親
と
農
村
か
ら
都
市
に
移
動
し
た
親
（
流
動
1
）
の
そ
れ
よ
り
高
い
。
一
方
、
流
動
人
口
と
農
村
居
住
者
と
の
間
に

差
は
見
ら
れ
な
い
。
別
居
親
子
の
場
合
は
、
農
村
か
ら
都
市
に
移
動
し
た
親
（
流
動
1
）
の
「
親
（
が
子
に
）
依
存
型
」（
類
型
6
）
の
割

合
（
三
三
・
八
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
、
農
村
に
居
住
す
る
親
の
割
合
（
二
九
・
四
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
よ
り
高
い
。
以
上
か
ら
、
流
動
人
口
は
、

農
村
居
住
者
よ
り
偏
向
性
の
持
つ
世
代
間
関
係
が
多
く
占
め
る
と
い
う
仮
説
3
‐
2
は
、
別
居
親
子
の
場
合
に
お
い
て
支
持
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
偏
向
性
を
持
つ
世
代
間
関
係
は
親
（
が
子
に
）
依
存
型
で
あ
る
の
で
、
都
市
に
移
動
す
る
こ
と
は
、
農
村
戸
籍
の
持
つ
親
が

子
か
ら
の
経
済
的
、
実
践
的
な
援
助
を
受
け
る
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

最
後
に
、
社
会
保
障
制
度
へ
の
加
入
状
況
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
親
子
関
係
の
類
型
と
医
療
保
険
制
度
へ
の
加
入
状
況
ま
た
は
年
金
の

有
無
と
の
間
で
ク
ロ
ス
集
計
と
カ
イ
二
乗
検
定
を
行
っ
た
。
分
析
の
結
果
、
親
子
関
係
の
類
型
と
医
療
保
険
制
度
へ
の
加
入
状
況
ま
た
は
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年
金
の
有
無
と
の
間
に
有
意
な
関
係
が
見
ら
れ
た
の
で
、
仮
説
4
は
支
持
さ
れ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
保
険
が
親
子
間
関
係
の
類
型
に

与
え
る
影
響
は
、
保
険
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
も
観
察
で
き
る
。

　

ま
ず
、
医
療
保
険
制
度
の
加
入
状
況
と
親
子
間
関
係
の
類
型
と
の
関
係
を
見
て
い
く
。
同
居
親
子
の
場
合
、「
普
通
型
」
に
加
入
し
て

い
る
親
の
「
共
同
型
1
」（
類
型
2
）
の
割
合
（
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
「
子
（
が
親
に
）
依
存
型
」（
類
型
3
）
の
割
合
（
八
・
六
四
パ
ー

セ
ン
ト
）
は
、
医
療
保
険
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
親
よ
り
低
い
。
別
居
親
子
の
場
合
、「
普
通
型
」
に
加
入
し
て
い
る
親
の
「
共
同
型

2
」（
類
型
5
）
の
割
合
（
五
・
〇
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
、
医
療
保
険
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
親
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
大
差
な
い
。
よ
っ
て
、

社
会
保
障
制
度
に
加
入
し
て
い
る
親
は
、
加
入
し
て
い
な
い
親
よ
り
も
子
供
に
援
助
す
る
傾
向
が
強
い
と
い
う
仮
説
4
‐
1
は
支
持
さ
れ

な
か
っ
た
。
別
居
親
子
の
場
合
、「
普
通
型
」
に
加
入
し
て
い
る
親
の
「
親
（
が
子
に
）
依
存
型
」（
類
型
6
）
の
割
合
（
三
一
・
三
二
パ
ー

セ
ン
ト
）
は
、
医
療
保
険
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
親
よ
り
高
い
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
保
障
制
度
に
加
入
し
て
い
る
親
は
、
加
入
し
て

い
な
い
親
よ
り
も
子
供
か
ら
支
援
を
受
け
に
く
く
な
る
と
い
う
仮
説
4
‐
2
は
、
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

次
に
、
年
金
の
有
無
と
親
子
関
係
の
類
型
と
の
ク
ロ
ス
集
計
の
結
果
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
同
居
親
子
の
場
合
、
年
金
を
受
給
し
て
い

る
親
の
「
共
同
型
1
」（
類
型
2
）
の
割
合
（
一
〇
・
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
「
子
（
が
親
に
）
依
存
型
」（
類
型
3
）
の
割
合
（
一
四
・
九
五

パ
ー
セ
ン
ト
）
は
、
年
金
を
持
っ
て
い
な
い
親
よ
り
高
い
。
別
居
親
子
の
場
合
に
は
、
年
金
を
受
給
し
て
い
る
親
の
「
共
同
型
2
」（
類
型

5
）
の
割
合
（
七
・
三
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
、
年
金
を
受
給
し
て
い
な
い
親
よ
り
も
高
い
。
よ
っ
て
、
社
会
保
障
制
度
に
加
入
し
て
い
る
親

は
、
加
入
し
て
い
な
い
親
よ
り
も
子
供
に
援
助
す
る
傾
向
が
強
い
と
い
う
仮
説
4
‐
1
は
支
持
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
別
居
親
子
の
場
合
、

年
金
を
受
給
し
て
い
る
親
の
「
親
（
が
子
に
）
依
存
型
」（
類
型
6
）
の
割
合
（
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
、
年
金
を
持
っ
て
い
な
い
親
よ
り
も

高
い
。
社
会
保
障
制
度
に
加
入
し
て
い
る
親
が
、
加
入
し
て
い
な
い
親
よ
り
も
子
供
か
ら
援
助
を
受
け
に
く
く
な
る
と
い
う
仮
説
4
‐
2

は
、
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
社
会
保
障
制
度
に
加
入
し
て
い
る
親
は
、
加
入
し
て
い
な
い
親
よ
り
も
子
供
に
援
助
す
る
傾
向
が
強
い
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と
い
う
仮
説
4
‐
1
は
、
年
金
制
度
に
つ
い
て
の
み
支
持
さ
れ
た
。
社
会
保
障
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
は
、
親
の
独
立
能
力
と
援
助
能
力

の
上
昇
に
寄
与
す
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
が
、
そ
の
効
果
は
限
定
的
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
方
、
社
会
保
障
制
度
に
加
入

し
て
い
る
親
が
、
加
入
し
て
い
な
い
親
よ
り
も
子
供
か
ら
支
援
を
受
け
に
く
く
な
る
と
い
う
仮
説
4
‐
2
は
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
社
会

保
障
制
度
、
特
に
給
付
水
準
の
低
い
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
親
の
経
済
的
自
立
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
。
分
析
結
果
に
よ

れ
ば
、
給
付
水
準
の
低
い
制
度
に
加
入
し
て
い
る
親
は
、
子
供
に
一
層
頼
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

次
に
、
レ
ベ
ル
の
異
な
る
社
会
保
障
制
度
が
親
子
間
関
係
の
類
型
に
与
え
る
影
響
を
見
て
い
く
。
同
居
親
子
の
場
合
、「
高
級
型
」
に

加
入
し
て
い
る
親
の
「
共
同
型
1
」（
類
型
2
）
の
割
合
（
一
四
・
〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
「
子
（
が
親
に
）
依
存
型
」（
類
型
3
）
の
割
合

（
一
六
・
六
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
、「
普
通
型
」
に
加
入
し
て
い
る
親
あ
る
い
は
医
療
保
険
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
親
よ
り
も
高
い
。
別
居

親
子
の
場
合
で
も
、「
高
級
型
」
に
加
入
し
て
い
る
親
の
「
共
同
型
2
」（
類
型
5
）
の
割
合
（
八
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
、「
普
通
型
」

に
加
入
し
て
い
る
親
あ
る
い
は
医
療
保
険
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
親
よ
り
も
高
い
。
よ
っ
て
、
社
会
保
障
制
度
の
加
入
者
の
う
ち
、
給

付
水
準
の
高
い
親
は
、
低
い
親
よ
り
も
子
供
に
援
助
す
る
傾
向
が
強
い
と
い
う
仮
説
4
‐
3
は
支
持
さ
れ
る
。
加
え
て
、
別
居
親
子
の
場

合
、「
高
級
型
」
に
加
入
し
て
い
る
親
の
「
親
（
が
子
に
）
依
存
型
」（
類
型
6
）
の
割
合
（
二
八
・
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
、「
普
通
型
」
に

加
入
し
て
い
る
親
あ
る
い
は
医
療
保
険
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
親
よ
り
も
低
い
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
保
障
制
度
の
加
入
者
の
う
ち
、

高
い
給
付
水
準
を
享
受
す
る
親
は
、
低
い
給
付
水
準
の
親
よ
り
も
子
供
か
ら
支
援
を
受
け
に
く
く
な
る
と
い
う
仮
説
4
‐
4
は
支
持
さ
れ

た
。「
高
級
型
」
の
医
療
保
険
は
確
か
に
親
の
独
立
能
力
と
援
助
能
力
の
上
昇
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。

五　

結
論
と
考
察

　

本
稿
は
中
国
に
お
け
る
後
期
親
子
関
係
を
取
り
上
げ
、
中
国
の
全
国
調
査
デ
ー
タ
「
中
国
家
庭
追
跡
調
査
」
の
二
〇
一
〇
年
デ
ー
タ
を
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使
っ
て
、
二
つ
の
分
析
を
行
っ
た
。

　

第
一
の
分
析
と
し
て
、
本
稿
は
親
子
双
方
か
ら
の
経
済
的
な
援
助
・
実
践
的
な
援
助
と
親
子
関
係
に
関
す
る
親
の
主
観
的
な
評
価
を
変

数
と
し
て
、
同
居
親
子
と
別
居
親
子
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
潜
在
ク
ラ
ス
分
析
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
後
期
親
子
関
係

を
捉
え
た
。
結
果
と
し
て
、
同
居
親
子
の
場
合
に
は
、「
没
交
渉
型
1
」、「
共
同
型
1
」、「
子
（
が
親
に
）
依
存
型
」
が
親
子
関
係
の
類

型
と
し
て
析
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
別
居
親
子
の
場
合
に
は
、「
没
交
渉
型
2
」、「
共
同
型
2
」、「
親
（
が
子
に
）
依
存
型
」
が

析
出
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
潜
在
ク
ラ
ス
分
析
を
用
い
て
親
子
双
方
か
ら
の
複
数
の
援
助
の
発
生
に
よ
り
世
代
間
関
係
を
類
型
化
す
る

こ
と
が
世
代
間
関
係
を
捉
え
る
有
効
な
方
法
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

　

ま
た
こ
の
分
析
か
ら
、
中
国
に
お
け
る
後
期
親
子
関
係
の
類
型
に
つ
い
て
、
相
互
援
助
の
低
い
親
子
関
係
が
後
期
親
子
関
係
の
支
配
的

な
類
型
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
結
果
か
ら
、
中
国
に
お
け
る
伝
統
的
な
相
互
扶
助
に
基
づ
く
世
代
間
関
係
が
弱

体
化
し
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
先
行
研
究
に
依
拠
す
る
と
、
高
齢
者
自
立
仮
説
（
施
、
二
〇
一
八；

王
、
二
〇
〇
八；

陳
・
曾
、
二
〇
一

三
）、
価
値
観
変
動
仮
説
（
金
、
二
〇
〇
〇；

Yan, 2009

）
と
資
源
増
加
仮
説
（Ko and M

öhring, 2021

）
が
、
世
代
間
関
係
の
弱
体
化
を

説
明
す
る
有
効
な
理
論
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
本
研
究
の
分
析
だ
け
で
は
、
ど
の
仮
説
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
か
明
確
な
判

断
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
分
析
結
果
は
、
高
齢
者
自
立
仮
説
と
資
源
増
加
仮
説
に
基
づ
く
予
測
と
お
お
む
ね
一
致
す
る
。

と
は
い
え
、
本
研
究
の
分
析
は
、
子
供
世
代
の
経
済
状
況
を
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
後
期
親
子
関
係
の

弱
体
化
は
、
ケ
ア
の
義
務
が
ま
だ
家
族
に
求
め
ら
れ
る
人
た
ら
に
と
っ
て
は
大
き
な
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
は
少
子
高
齢
化
の
進
展
に

伴
い
、
深
刻
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
二
に
本
稿
は
、
析
出
さ
れ
た
親
子
関
係
の
類
型
が
都
市
化
お
よ
び
社
会
保
障
制
度
へ
の
加
入
状
況
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の

か
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
①
都
市
に
移
動
す
る
こ
と
は
、
農
村
戸
籍
を
持
つ
親
が
、
子
か
ら
の
経
済
的
、
実
践
的
援
助
を
受
け
る
可
能

性
を
高
め
る
こ
と
、
②
給
付
水
準
の
高
い
社
会
保
障
制
度
へ
の
加
入
は
親
の
独
立
と
援
助
能
力
の
上
昇
に
強
く
寄
与
す
る
一
方
、
給
付
水
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準
の
低
い
社
会
保
障
制
度
へ
の
加
入
は
そ
の
よ
う
な
効
果
を
持
た
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
上
述
の
分
析
結
果
か
ら
、
い
く
つ
か

の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
得
ら
れ
る
。
ま
ず
、
都
市
化
が
親
子
関
係
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
都
市
へ
の
移
動
が
、
農
村
戸
籍
を
持

つ
親
が
子
か
ら
の
経
済
的
、
実
践
的
援
助
を
受
け
る
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
か
ら
、
都
市
化
が
農
村
に
お
け
る
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
式
」

の
世
代
間
関
係
に
負
の
効
果
を
与
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
子
世
代
の
出
稼
ぎ
に
よ
っ
て
ケ
ア
が
受
け
ら
れ
な
い
農
村
に
置
か
れ
た
高

齢
者
た
ち
の
福
祉
が
将
来
に
わ
た
っ
て
問
題
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
、
社
会
保
障
制
度
が
親
子
関
係
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
給
付
水
準
の
高
い
社
会
保
障
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
が
親
の
独
立

と
援
助
能
力
の
上
昇
に
強
く
寄
与
す
る
一
方
で
、
給
付
水
準
の
低
い
社
会
保
障
制
度
に
加
入
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
効
果
を

ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
社
会
保
障
制
度
（
医
療
と
年
金
）
は
高
齢
者
に
提
供
さ
れ
た
公
的
な
福
祉
資
源
と
し
て
、
高
齢

者
の
生
活
に
重
要
な
意
義
を
持
つ
。
加
え
て
、
高
齢
者
に
対
す
る
社
会
保
障
に
よ
る
給
付
水
準
は
、
退
職
前
の
現
役
時
代
の
職
業
キ
ャ
リ

ア
や
階
層
的
地
位
と
も
大
き
な
関
連
が
あ
る
と
予
想
で
き
る
。
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
国
に
お
い
て
、
高
齢
者
の
世
代
間
関
係
に
つ
い
て

は
、
社
会
保
障
制
度
や
社
会
階
層
の
視
点
か
ら
さ
ら
に
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
本
研
究
の
課
題
と
展
望
に
つ
い
て
述
べ
る
。
本
研
究
は
、
潜
在
ク
ラ
ス
分
析
を
用
い
て
、
同
居
親
子
と
別
居
親
子
に
お
け
る

後
期
親
子
関
係
の
パ
タ
ー
ン
と
そ
の
規
定
要
因
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
は
い
え
、
本
研
究
に
は
、
以
下
の
三
つ
の
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
、

本
稿
は
同
居
親
子
と
別
居
親
子
を
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
潜
在
ク
ラ
ス
分
析
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
同
別
居
と
親
子

関
係
の
類
型
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
基
づ
き
明
確
な
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
同
別
居
と
親
子
関
係
の
類
型

と
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
将
来
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
本
稿
で
用
い
た
変
数
は
主
に
構
造
行
動
的
な
要

素
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
後
は
、
よ
り
多
く
の
認
知
情
緒
的
な
要
素
、
特
に
価
値
観
に
関
す
る
変
数
を
用
い
た
分
析
を
行
う
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
最
後
に
、
今
回
の
分
析
デ
ー
タ
は
二
〇
一
〇
年
の
横
断
的
な
デ
ー
タ
で
あ
る
た
め
、
一
時
点
の
結
果
し
か
観
測
で
き

て
い
な
い
。
中
国
に
お
け
る
後
期
親
子
関
係
の
時
系
列
的
な
変
化
の
特
徴
を
分
析
す
る
た
め
に
、
今
後
の
研
究
に
は
、
パ
ネ
ル
デ
ー
タ
を
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用
い
た
分
析
が
求
め
ら
れ
る
。

〔
付
記
〕　

本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｔ
博
士
後
期
課
程
学
生
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（JPM
JSP2123

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

The data are from
 China Fam

ily Panel Studies 

（CFPS

）, funded by Peking U
niversity and the N

ational N
atural Science  

Foundation of China. The CFPS is m
aintained by the Institute of Social Science Survey of Peking U

niversity.

（
1
）  

中
国
の
「
人
口
普
査
」
は
日
本
の
国
勢
調
査
に
相
当
す
る
。
本
稿
で
引
用
す
る
二
〇
二
〇
年
の
「
人
口
普
査
」
は
中
国
国
家
統
計
局
が
二
〇
二

〇
年
一
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
一
〇
日
に
か
け
て
実
施
し
た
第
七
回
人
口
セ
ン
サ
ス
で
あ
る
。

（
2
）  

小
池
は
自
律
型
モ
デ
ル
と
互
酬
型
モ
デ
ル
を
解
釈
す
る
際
に
、
上
位
世
代
か
ら
下
位
世
代
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
養
育
・
教
育
・
財
産
を
、

そ
れ
と
反
対
方
向
に
向
か
う
も
の
と
し
て
扶
養
・
介
護
（
身
体
的
介
護
）
を
想
定
し
た
（
小
池
、
二
〇
二
一
：
四
―
五
）。
本
稿
で
言
及
し
た
介

護
・
援
助
は
、
状
況
に
よ
っ
て
上
記
の
い
ず
れ
か
の
も
の
を
指
す
。
加
え
て
、
理
論
仮
説
と
操
作
仮
説
を
区
別
す
る
た
め
に
、
理
論
に
基
づ
く
検

討
を
す
る
際
に
「
介
護
」
を
使
う
の
に
対
し
て
、
操
作
仮
説
に
関
す
る
説
明
に
は
、「
援
助
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。

（
3
）  

青
柳
（
二
〇
一
三
年
）
に
よ
る
と
、「
中
国
で
は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
戸
籍
制
度
確
立
後
、
人
々
の
戸
籍
は
『
農
業
戸
籍
』
と
『
非
農
業

戸
籍
（
都
市
戸
籍
）』
に
分
け
ら
れ
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
変
更
な
ら
び
に
農
村
か
ら
都
市
へ
の
地
域
移
動
（
中
国
語
：
農
転
非
）
は
厳
し
く
制

限
さ
れ
て
き
た
。
加
え
て
、
戸
籍
制
度
と
さ
ま
ざ
ま
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
制
度
、
例
え
ば
食
糧
の
配
給
や
教
育
、
就
職
、
住
宅
、
医
療
に

関
す
る
諸
制
度
が
リ
ン
ク
す
る
こ
と
で
、
都
市
と
農
村
は
分
断
さ
れ
、
中
国
社
会
に
は
二
元
構
造
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
い
え
る
」。

（
4
）  

中
国
語
の
「
現
代
化
」
は
英
語
のm

odernization

に
あ
た
り
、
日
本
語
で
は
近
代
化
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
原
文
の
ま
ま

「
現
代
化
」
と
表
記
す
る
。
な
お
、「
現
代
化
」
の
包
摂
す
る
意
味
に
つ
い
て
は
、「
資
本
主
義
化
」
を
前
提
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
近
代
化
」
と

は
区
別
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
も
あ
る
。

（
5
）  

年
金
制
度
は
中
国
語
の
専
門
用
語
に
対
応
す
る
と
「
養
老
保
険
制
度
」
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
具
体
的
な
制
度
名
を
引
用
す
る
際
に
中
国
語

の
専
門
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
。

（
6
）  

抽
出
さ
れ
た
一
万
六
千
戸
の
中
で
、
八
千
戸
の
家
庭
が
独
立
し
た
サ
ン
プ
リ
ン
グ
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て
、
上
海
市
・
遼
寧
省
・
河
南
省
・

甘
粛
省
・
広
東
省
と
い
う
五
つ
の
地
域
（「
大
省
」
と
呼
ぶ
）
か
ら
加
重
に
抽
出
さ
れ
（
各
地
域
か
ら
一
六
〇
〇
）、
残
り
の
八
千
戸
が
独
立
し
た
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サ
ン
プ
リ
ン
グ
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て
、
他
の
二
〇
の
省
（「
小
省
」
と
呼
ぶ
）
か
ら
抽
出
さ
れ
た
。
各
地
域
の
具
体
的
な
加
重
ウ
ェ
イ
ト
と

抽
出
方
法
に
つ
い
て
は
、Xie

とLu

の
技
術
報
告
書
（Xie and Lu, 2015

）
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
最
終
的
に
、
一
万
九
九
八
六
戸
の
家
庭
が

訪
問
対
象
と
な
り
、
そ
の
う
ち
の
一
万
四
九
六
〇
戸
の
家
庭
が
こ
の
調
査
に
協
力
し
た
。
調
査
さ
れ
た
家
庭
に
お
い
て
、
三
万
三
六
〇
〇
人
の
成

人
と
八
九
九
〇
人
の
子
供
が
家
族
メ
ン
バ
ー
と
し
て
訪
問
面
接
を
受
け
た
。
ち
な
み
に
、
本
稿
で
使
っ
た
デ
ー
タ
は
、
加
重
ウ
ェ
イ
ト
を
使
っ
て

い
な
い
も
の
で
あ
る
。

（
7
）  

「
中
国
家
庭
追
跡
調
査
」
で
は
、
親
子
関
係
に
つ
い
て
の
質
問
が
六
〇
歳
以
上
の
回
答
者
だ
け
に
回
答
す
る
と
設
定
さ
れ
た
。

（
8
）  

「
中
国
家
庭
追
跡
調
査
」
で
は
、
一
人
の
親
に
対
し
て
最
大
一
〇
人
の
子
供
の
情
報
ま
で
収
集
し
て
い
る
。
今
回
の
分
析
デ
ー
タ
で
は
、
一
人

の
親
が
平
均
的
に
三
人
の
子
供
を
持
っ
て
い
た
。

（
9
）  

本
稿
は
、
分
析
結
果
を
よ
り
直
観
的
に
解
釈
す
る
た
め
に
、
多
変
量
解
析
で
あ
る
多
項
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析
を
用
い
な
か
っ
た
。
そ
の

代
わ
り
に
、
二
変
量
解
析
で
あ
る
ク
ロ
ス
集
計
を
用
い
て
、
関
心
の
持
つ
各
変
数
と
析
出
さ
れ
た
親
子
関
係
の
類
型
と
の
関
連
を
単
純
に
探
っ
た
。

（
10
）  

潜
在
ク
ラ
ス
の
数
を
確
定
す
る
際
に
、
一
番
良
い
モ
デ
ル
は
、
Ａ
Ｉ
Ｃ
あ
る
い
は
Ｂ
Ｉ
Ｃ
が
最
小
に
な
る
時
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
Ａ
Ｉ
Ｃ
は

（
－
2
）
最
大
尤
度
数
＋
２
（
モ
デ
ル
の
パ
ラ
メ
ー
タ
数
）
よ
り
算
出
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｉ
Ｃ
は
（
－
2
）
最
大
尤
度
数
＋
標
本
数
の
自

然
対
数
（
モ
デ
ル
の
パ
ラ
メ
ー
タ
数
）
よ
り
算
出
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
Ｂ
Ｉ
Ｃ
は
標
本
数
が
同
時
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
持

つ
。
二
つ
の
指
標
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｉ
Ｃ
は
モ
デ
ル
選
択
に
つ
い
て
節
約
性
を
強
調
す
る
の
に
対
し
、
Ａ
Ｉ
Ｃ
は
モ
デ
ル
へ
の
適
合
度
を

重
視
す
る
と
説
明
さ
れ
る
（
小
西
、
二
〇
一
九
）。
本
稿
は
、
そ
の
両
者
を
同
時
に
考
慮
し
て
モ
デ
ル
を
選
択
す
る
。
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